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４ その他 

 

 

 
 
◆配布資料 

＜資料1＞  気象庁の使命･ビジョン･基本目標 

＜資料2＞  実績評価における評価基準（表現） 

＜資料３-１＞ 平成 2２年度 実績評価一覧表 

＜資料３-２＞ 平成 2２年度 実績評価の結果 

＜資料４-１＞ 平成 2３年度 業務目標（案）一覧表 

＜資料４-２＞ 平成 2３年度 業務目標（案） 

＜資料５＞ 平成２２年度「防災気象情報の利用状況等に関する調査」結果

概要（案） 

＜資料６＞  東北地方太平洋沖地震への気象庁の対応について 





基
本
目
標

（
戦
略
的
方
向
性
）
 

 

４
．
気
象
情
報
の
利
用
の
促
進
等

 
民
間

に
お
け
る
気
象
業
務
の
健
全
な
発
達

を
支
援

し
、
利
用
拡
大
の
た
め
、
わ
か
り
や

す
い
気

象
情
報
の
民
間
へ
の
提
供
機
能
の
向

上
を
図

る
と
と
も
に
、
気
象
情
報
に
関
す
る

知
識
の
幅
広
い
普
及
を
図
る
。

 

4
－
1
 
民
間
に
お
け
る
気
象
業
務
の
支
援
、
気
象
情
報
の
利
用
の
拡
大
 

4
－
2
 
気
象
情

報
に
関
す
る
知
識
の
普
及
 

２
．
気
象
業
務
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究

 
開
発
等
の
推
進

 
最
新

の
科
学
技
術
を
導
入
し
、
気
象
等
の

予
測
モ

デ
ル
、
観
測
・
予
報
に
関
す
る
シ
ス

テ
ム
等

に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発

お
よ
び

技
術
基
盤
の
充
実
を
計
画
的
に
推
進

す
る
。

 

2
－
1
 
気
象
等
の
数
値
予
報
モ
デ
ル
の
改
善
 

2
－
2
 
観
測
・

予
報
シ
ス
テ
ム
等
の
改
善
・
高
度
化
 

2
－
3
 
気
象
研

究
所
の
研
究
開
発
の
推
進
 

１
．
的
確
な
観
測
・
監
視
・
予
測
及
び
気
象
情

報
充
実
等
 

気
象
、
地
震
、
火
山
現
象
、
水
象
等
の
観

測
・
監
視
・
予
測
能
力
の
向
上
を
図
る
と
と

も
に
、
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
、
観

測
成
果
等
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
。
 

気
象
情
報
を
充
実
し
、
適
時
、
的
確
に
わ

か
り
や
す
い
情
報
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、

関
係
機
関
へ
の
情
報
提
供
機
能
の
向
上
を
図

る
。
 

基
本
目
標
（
関
連
す
る
施
策
等
）
 

1
－
1
 
災
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
の
た
め
の
情
報
の
充
実
等
 

1
-
1
-
1 

台
風
・
豪
雨
等
の
気
象
情
報
の
充
実
･改

善
 

1
-
1
-
2 

地
震
・
火
山
に
関
す
る
監
視
・
情
報
の
充
実
・
改
善
 

1
-
1
-
3 

防
災

関
係
機
関
へ
の
情
報
提
供
機
能
お
よ
び
連
携
の
強
化
 

1
－
2
 
交
通
安
全
の
確
保
の
た
め
の
情
報
の
充
実
等
 

1
-
2
-
1 

航
空
機
の
た
め
の
気
象
情
報
の
充
実
・
改
善
 

1
-
2
-
2 

船
舶
の
た
め
の
気
象
情
報
の
充
実
・
改
善
 

1
－
3
 
地
球
環

境
の
保
全
の
た
め
の
情
報
の
充
実
等
 

1
-
3
-
1
オ
ゾ
ン
層
、
地
球
温
暖
化
等
の
地
球
環
境
に
関
す
る
情
報
の
充
実
・
改
善
 

1
－
4
 
生
活
の

向
上
、
社
会
経
済
活
動
の
発
展
の
た
め
の
情
報
の
充
実
等
 

1
-
4
-
1 

天
気
予
報
、
週
間
予
報
の
充
実
 

1
-
4
-
2 

気
候
情
報
の
充
実
 

気
 
象
 
庁
 
の
 
使
 
命
 
・
 
ビ
 
ジ
 
ョ
 
ン
 
、
 
基
 
本
 
目
 
標
 

3
－
1
 
国
際
的
な
中
枢
機
能
の
向
上
 

3
－
2
 
国
際
的
活
動
へ
の
参
画
お
よ
び
技
術
協
力
の
推
進

 
３
．
気
象
業
務
に
関
す
る
国
際
協
力
の
推
進
 

国
際
的
な
中
枢
機
能
を
強
化
し
、
ア
ジ
ア

地
域
等
各
国
の
気
象
業
務
を
支
援
す
る
と
と

も
に
、
国
際
機
関
の
活
動
及
び
国
際
協
同
計

画
へ

の
参

画
並

び
に

技
術

協
力

を
推

進
す

る
。
 

使
 

命
 

気
象

業
務

の
健

全
な

発
達

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
災

害
の

予
防

、
交

通
の

安
全

の
確

保
、

産
業

の
興

隆
等

公
共

の
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す

る
と

と
も

に
、

気
象

業
務

に
関

す
る

国
際
協
力
を
行
う

。
 

ビ
ジ

ョ
ン
 

常
に

最
新

の
科

学
技

術
の

成
果

を
的

確
に

取
り

入
れ

、
我

が
国

の
気

象
業

務
の

技
術

基
盤

を
確
立
す
る
。
 

防
災

等
の

利
用

目
的

に
応

じ
た

信
頼

で
き

る
、

質
が

高
く

わ
か

り
や

す
い

気
象

情
報

の
作
成
・
提
供
を
行
う
。
 

資料１ 

1-1 



 

2-１ 
 

実績評価における評価基準（表現） 
 

業務目標の評価については、「達成度」とそれに向けた「取組」（手段や進め方など業務

運営プロセス）の 2点から評価し、その評価（表現）は、次の文言（定型句）を使用した。 

 

「達 成 度」に関する評価 

＜単年度目標及び本年度が最終年度である中期目標に使用＞ 

○ 達成の判定が可能な目標（明確な指標）に対する評価（表現） 

Ａ：目標を達成 

Ｂ：目標はほぼ達成 

Ｃ：目標は未達成だが進展あり 

Ｄ：目標は未達成 

 

Ａ：目標に向けて大いに進展 

○中期目標の評価において中途年度である場合に対する評価（表現） 

Ｂ：目標に向けて進展あり 

Ｃ：目標に向けてあまり進展なし 

Ｄ：目標に向けた進展なし 

 

 「取 組」に関する評価 

①｛適切、積極的、効率的、有効｝ 

○取組についての適切性、積極性、効率性、有効性の 4つの観点からの評価（表現） 

②概ね｛適切、積極的、効率的、有効｝ 

③あまり｛適切、積極的、効率的、有効｝でない 

④｛適切、積極的、効率的、有効｝でない 

 
・適切性は、取組の内容が業務目標の達成の方向に向いているか、あっているかどうかの観点 

・積極性は、目標達成に向け積極的に進んで取り組んだかどうか（数値目標を大きく超えたか）

の観点 

・効率性は、取組が効率よく（達成予定期日より早く達成されたか）、無駄がないか（取組のコス

トが小さいか、また、取組の結果のコストが小さくなるか）どうかの観点 

            ＜※気象庁の業務評価では、これまでほとんど記述していない＞ 

・有効性は、取組の結果、基本目標の進展に貢献しているかどうかの観点 
 

＜一覧表の見方＞ 
【施策目標H22】 平成 22年度国土交通省の政策評価における施策目標に位置づけられている目標 
【施策目標H23案】 平成 23年度国土交通省の政策評価における施策目標に位置づける目標 

【大臣目標H22】 
中央省庁等改革基本法第 16 条第 6項第 2号の規定に基づき、国土交通大臣から

平成 21 年 3 月に通知された「平成 22 年度に気象庁が達成すべき目標」に位置

づけられている目標 
【大臣目標H23案】 同規定に基づき「平成 23年度に気象庁が達成すべき目標」として調整中の目標 

中期 数年先の最終目標に向かって毎年の進捗状況を定量的に測定する目標 
単 単年度に設定する目標 

 

資料２ 
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期間 年限 ページ

（１） 台風予報の精度(台風中心位置の予報誤差) 中期 Ｄ 未達成 5/5
【施策目標H22】
【大臣目標H22】

3-3

（２） 大雨警報のための雨量予測精度 中期 Ｂ 進展あり 1/3 3-4
（３） 大雪に関する情報の改善 中期 Ａ 達成 5/5 3-4

（１）
地震津波情報の迅速な発表（地震発生から
地震津波情報発表までの時間）

中期 Ｃ
あまり進展
なし

4/5
【施策目標H22】
【大臣目標H22】

3-5

（２）
分かりやすい噴火警報の提供（噴火警戒レ
ベルを導入する火山数）

単 Ａ 達成 終了 3-6

（３）
地震の観測、監視能力の向上等のための自
己浮上式海底地震計による観測

単 Ａ 達成 終了 3-6

（４）
新規整備した海底地震計の高度利用による
東海・東南海地震想定震源域及びその周辺
の地震監視能力の向上

単 Ｃ
未達成だが
進展あり

3-6

（５）
「緊急地震速報」の精度向上（震度の予想
精度）

単 Ｂ ほぼ達成 【大臣目標H22】 3-7

（６） 地震活動の定量的解析手法の開発 単 Ａ 達成 3-8

（７）
多成分ひずみ計の整備による東海地震予知
の確度向上

単 Ａ 達成 終了 3-8

（１） 地方公共団体の防災対策への支援強化 単 Ａ 達成 3-9

（１）
羽田空港での飛行場予報（着陸予報・離陸
予報）の発表開始

単 Ａ 達成 終了 【大臣目標H22】 3-10

（２） 航空気候表の作成・提供 単 Ａ 達成 3-10

（３）
時間的にきめ細かな観測データ提供等のた
めの航空地上気象観測システム整備

単 Ａ 達成 終了 3-11

（１） 沿岸波浪情報の充実・改善 中期 Ｂ 進展あり 4/6
【施策目標H22】
【大臣目標H22】

3-11

（１）
地球環境に関する気象情報の充実・改善
（改善または新規に作成され提供される情
報の数）

中期 Ｂ 進展あり 3/5 3-12

①天気予報の精度（明日予報が大きくはず
れた年間日数）

中期 Ｂ 進展あり 4/5 3-13

②天気予報の精度（週間天気予報における
降水の有無の適中率と最高・最低気温の予
報誤差）

中期 Ｂ 進展あり 4/5 3-13

平成２２年度 実績評価一覧表

　　<<１－３　地球環境の保全のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－３　オゾン層・地球温暖化等の地球環境に関する情報の充実・改善

　　<<１－４　生活の向上、社会経済活動の発展のための情報の充実等>>

　　　基本目標１－２－２　船舶のための気象情報の充実・改善

１．的確な観測・監視および気象情報の充実等 
　　<<１－１　災害による被害の軽減のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－１－１　台風・豪雨等に関する気象情報の充実・改善

　　　基本目標１－１－２　地震・火山に関する監視・情報の充実・改善

目標 評価

　　　基本目標１－１－３　防災関係機関への情報提供機能および連携の強化

　　　基本目標１－２－１　航空機のための気象情報の充実・改善
　　<<１－２　交通安全の確保のための情報の充実等>>

　　　基本目標１－４－１　天気予報、週間天気予報の充実

（１）

資料３－１
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（１） 季節予報の確率精度向上（１か月気温確 中期 Ｂ 進展あり 4/5 3-14
（２） ２０１０年平年値の作成 単 Ａ 達成 終了 3-15

（１）
数値予報モデルの精度（地球全体の大気を
対象とした数値予報モデルの精度）

中期 Ａ 達成 5/5 【大臣目標H22】 3-15

（２） 数値予報モデルの改善 単 Ｃ
未達成だが
進展あり

終了 3-16

（３） 地域気候モデルと全球気候モデルの高度化 単 Ｂ ほぼ達成 3-16
（４） 地震発生過程のモデリング技術の改善 単 Ａ 達成 3-17
（５） 高潮予測モデルの高度化 単 Ｂ ほぼ達成 3-18

（１） 火山活動評価手法の改善・高度化 単 Ｂ ほぼ達成 3-18
（２） 次期静止気象衛星の整備・運用計画の策定 中期 Ｂ 進展あり 2/5 3-19

（１）
気象研究所における研究課題の評価の実
施、競争的資金の活用、共同研究の推進

単 Ａ 達成 3-19

（１） アジア太平洋気候センター業務の充実 単 Ａ 達成 【大臣目標H22】 3-20

（２）
温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)への
観測データ量の拡大

中期 Ｃ
あまり
進展なし

4/5 3-21

（１） 国際的活動への参画および技術協力の推進 単 Ａ 達成 3-21
（２） 国際的な津波早期警戒システムの構築の支 単 Ａ 達成 3-22

（１）
民間において利用可能な気象情報の量、技
術資料等の種類数

単 Ａ 達成 終了 【大臣目標H22】 3-23

（１） 気象情報のインターネット公開の拡充 単 Ｂ ほぼ達成 終了 3-23
（２） 気象講演会の充実等 単 Ａ 達成 3-24
（３） 緊急地震速報の利活用促進 中期 Ａ 達成 終了 【大臣目標H22】 3-25

※　中期目標は「年限」欄に年数を記載（例　「3/5」は5年計画の3年目）

　　　基本目標１－４－２　気候情報の充実

２．気象業務に関する技術に関する研究開発等の推進 

　　　基本目標３－２　国際的活動への参画および技術協力の推進

　　　基本目標３－１　国際的な中枢機能の向上
３．気象業務に関する国際協力の推進

４．気象情報の利用の促進等
　　　基本目標４－１　民間における気象業務の支援、気象情報の利用促進

　　　基本目標４－２　気象情報に関する知識の普及

　　　基本目標２－１　気象等の数値予報モデルの改善

　　　基本目標２－２　観測・予報システム等の改善・高度化

　　　基本目標２－３　気象研究所の研究開発・技術開発の推進



 

3－3 

 

 

平成２２年度 実績評価の結果 
 

１．的確な観測・監視および気象情報の充実等 

１－１ 災害による被害の軽減のための情報の充実等 

基本目標１－１－１ 台風・豪雨等に関する気象情報の充実・改善 

（１）台風予報の精度（台風中心位置の予報誤差）【予報部】 

目標の分類 
中期目標（5 年計画の 5 年目） 
【平成 22 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 22 年度大臣目標】 

最終目標 
台風による被害の軽減を図るため、台風中心位置の 72 時間先の予報誤差を、平成

22 年までに平成 17 年（323km）に比べて約 20％改善し、260km にする（値は前 3
年間の平均）。 

平成22年度 
業務目標 

Aqua/AIRS、Metop/IASI といった新規衛星データを取り込むとともにモデルの物

理過程の改良を継続し、さらに海洋混合層結合モデルを導入することで、台風予報の

精度を改善する。 

進捗状況・

取組状況 

年 17 18 19 20 21 22 22 目標 
測定値 
（km） 323 299 263 289 301 330 260 以下 

（測定値は前 3 年間の平均） 
目標達成に向けた平成 22 年の取り組みは、台風ボーガスの改良や GPS 掩蔽

(COSMIC)データの新規利用を開始するなど、おおむね計画通り技術開発を進めた。 
Aqua/AIRS、Metop/IASI のデータについては、これを取り込むための技術開発は

完了したが、使用データの選択のための調査が必要であることから、取り組みを継続

している。また、海洋混合層結合モデルの導入については、台風予測における一定の

有効性は確認されたが、全体的な予報精度に悪影響を及ぼすことから、導入は見送っ

た。 
一方、測定値では台風の発生が例年に比べて北の緯度の高い海域で多かったこと、

発生緯度が高かったため勢力が弱いまま転向・加速するものが多かったことなど、台

風進路予報の誤差を増大させる特別な要因が重なって、前年と比較して改善が見られ

なかった。一方、72 時間より先の予報誤差の改善を含め、予測技術の開発は着実に

進めている。 

評価 

18 年度 目標に向けて大いに進展。取組は適切かつ積極的。 
19 年度 目標に向けて大いに進展。取組は適切かつ積極的。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 
21 年度 目標に向けてあまり進展なし。取組は概ね適切。 

22 年度 目標は未達成。取組は概ね適切。 
今後の取組 新たに中期目標を設定し、台風中心位置の 72 時間先の予報誤差改善に取り組む。 

・Aqua/AIRS 
米国の地球観測衛星 Aqua に搭載されたハイパースペクトラル赤外サウンダ。チャネル数が多い

ため、気温・水蒸気の鉛直分布に関する詳細な情報が得られるが、使用チャネルの選択など調整す

べき事項も多い。 
・MetOp/IASI 

欧州の気象衛星MetOpに搭載されたハイパースペクトル赤外サウンダ。チャネル数が多いため、

気温・水蒸気の鉛直分布に関する詳細な情報が得られるが、使用チャネルの選択など調整すべき事

項も多い。 
・海洋混合層結合モデル 

台風はその強風により海洋の最上部である海洋混合層をかき混ぜ水温を変化させる。これにより、

大気が海から受け取る熱や水蒸気が変化し、台風に影響を与える。海洋混合層結合モデルはこの効

資料３－２ 
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果を考慮するために、海洋混合層の予測も組み込んでいる。 
・台風ボーガス 

台風周辺の観測データの不足を補うため、数値予報において大気の初期状態（初期値）を作成す

る際、台風周辺域に人工的に埋め込む海面気圧と風のデータ。このような擬似データを用いること

によって、台風の構造を数値予報モデルの中に再現することができる。 
・GPS 掩蔽(COSMIC)データ 

GPS 衛星からの電波を低軌道衛星（本改修では COSMIC 衛星網を用いた）で受信したデータ。

GPS 電波が大気により屈折する性質を利用して、経路上の大気の状態を得ることができ、数値予

報初期値の作成に活用される。 
 

（２）大雨警報のための雨量予測精度【予報部】 
目標の分類 中期目標（3 年計画の 1 年目） 

最終目標 
適切なリードタイムを確保した大雨警報とするため、基本資料である降水短時間予

報の精度（１時間後から２時間先までの雨量の予測値と実測値の比（両者のうち大き

な値を分母とする）の平均）を、平成 24 年までに 0.60 とする。 

平成22年度 
業務目標 

大雨警報に関係するような強雨の予測を改善するため、広範囲な雨域の中で独自の

動きをする強雨域の移動予測や、地形の影響による発達・衰弱に焦点を当てた改良を

進める。発達・衰弱については、数値予報の持つ情報を最大限取り込む方策も検討す

る。 

進捗状況・

取組状況 

年 21 22 23 24 24 目標 
測定値 0.57 0.58   0.60 以上 

降水短時間予報で 2 時間先の大雨予測の精度を向上させるには、移動予測だけでは

なく、雨域の盛衰を考慮することが不可欠であることから、今回、これまでの手法で

ある地形の影響による盛衰予測に加えて、新たに実況による直前の盛衰傾向を適切に

予測に反映させる手法を開発し平成 23 年 3 月に導入した。検証の結果、この手法に

より測定値が向上することを確認した。 
評価 22 年度 目標に向けて進展あり。取組みは適切かつ有効。 

平成 23 度 
業務目標 

平成 22 年度に開発した盛衰傾向を加味する手法について、更なる改善を行う。ま

た、地形の影響による盛衰予測についても、更なる改善を行う。 

（３）大雪に関する情報の改善【予報部】 
目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 

最終目標 

大雪対策の適切な実施に資するため、大雪に関する気象情報の基本資料である豪雪

地域（注）における冬期の降水量予測の精度（３時間後から 15 時間先までの 12 時

間の降水量の実測値と予測値の比の平均（「（3）大雨警報のための雨量予測精度」に

同じ））を平成 22 年度までに平成 17 年度（当該年度の冬（この場合 17 年 12 月～18
年 2 月）を起点として過去 3 回の冬の平均値、0.61）に比べ 4 ポイント改善し、0.65
とする。 
（注）豪雪地域とは、豪雪地帯を指定した件（昭和 38 年総理府告示第 43 号）及び

特別豪雪地帯を指定した件（昭和 46 年総理府告示第 41 号）で指定された都道

府県を含む地域を対象。 

平成22年度 
業務目標 

5km 格子の高解像度数値予報モデルの改良のための取り組みとして、大気の初期

状態をより精密に解析するために、各種衛星データをはじめとする観測データの利用

方法の高度化を行うとともに、積雲の発達・衰弱についての計算手法の改良を行う。 

進捗状況・

取組状況 

年度 17 18 19 20 21 22 22 目標 
測定値 0.61 0.62 0.62 0.64 0.65 0.66 0.65 以上 

（測定値は前 3 年間の平均） 
今年度は衛星データの利用方法の高度化や福井等のドップラーレーダーデータの

利用追加を行うとともに、メソモデルの積雲の計算手法の改良を行った。 

評価 18 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
19 年度 目標に向けてあまり進展なし。取組は概ね適切。 
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20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切。 

22 年度 目標を達成。取組は有効。 

今後の取組 
新たに中期目標を設定し、冬期の降水量予測精度（３時間後から 9 時間先までの 6

時間の降水量の実測値と予測値の比の平均を指標とする。ただし前 3 年間平均をと

る。）の改善に取り組む。 
 
 
基本目標１－１－２ 地震・火山に関する監視・情報の充実・改善 

（１）地震津波情報の迅速な発表（地震発生から地震津波情報発表までの時間）【地震火山部】 

目標の分類 
中期目標（5 年計画の 4 年目） 
【平成 22 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 22 年度大臣目標】 

最終目標 

日本周辺で発生する津波による被害を軽減するため、地震発生後 10 分以内に津波

が来襲することがある沿岸から 100km 以内で発生する地震に対して、次世代地震津

波監視システムの整備や緊急地震速報の技術のさらなる活用等の技術開発を通じて、

地震発生から地震津波情報発表までに要する時間を平成 23 年度までに３分以内とす

る。 

平成22年度 
業務目標 

引き続き地震津波情報が迅速に発表できるようシステムの維持・管理に努めるとと

もに、新たに整備した観測点を活用することにより、主に南西諸島付近の地震に関す

る緊急地震速報の発表タイミングを迅速化することを通じ、地震津波情報発表までの

時間の短縮を図る。 

進捗状況・

取組状況 

年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 
（分） 3.9 3.9 3.9 3.7 3.8  3.0 以内 

（測定値は前３年間の平均） 
平成 23 年 3 月 1 日より、東京の地震津波監視システムで新しい津波判定装置の

運用を開始した。また、平成 21 年度に整備した観測点（南西諸島、伊豆諸島新島

及び大分県別府、計 10 か所）について、平成 23 年 3 月 1 日より緊急地震速報への

利用が開始され、島嶼部周辺の緊急地震速報を活用した迅速な津波警報等の発表能

力が向上した。 
さらに、現業における東京および大阪の地震津波監視システムの緊急地震速報の

評価結果が異なった場合の津波警報への活用手順を明確化し、判断に係る時間の短

縮を図った。 
なお、３月 11 日の東北地方太平洋沖地震の際には、地震発生から３分後に大津

波の津波警報を発表した。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 

22 年度 目標に向けてあまり進展なし。取組は概ね適切。 

平成23年度 
業務目標 

海域の地震の一部で規模推定に長い時間がかかる事例（最大振幅が遅く出てくる事例）

について、新しい規模推定手法の導入を検討する。 
また、平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の際には、地震直後には地震の規

模を小さく見積もっており、即座に規模を正確に推定できなかった。Ｍ8 以上の巨大地震

の発生時にその地震の規模をより早く推定する技術開発を進め、迅速で的確な津波警報

等の発表ができるようにする。 
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（２）分かりやすい噴火警報の提供（噴火警戒レベルを導入する火山数）【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度

業務目標 

新潟焼山、焼岳、伊豆東部火山群に噴火警戒レベルを導入し、レベル導入火山数を

29 火山とする。 
また、観測施設強化により連続監視火山が 47 火山に増加することを踏まえ、残り

の 18 火山に導入する中期計画を平成 22 年度中に策定する。 

進捗状況・

取組状況 

平成 22 年度は前年度に引き続き、新潟焼山、焼岳及び伊豆東部火山群の３火山で、

地元自治体等の関係機関と噴火シナリオを中心に想定される防災対応を協議し、噴火

警戒レベル導入に向けた各種調整を行った。その結果、平成 23 年 3 月 31 日に３火

山に噴火警戒レベルを導入した。 
また、観測施設の強化により、レベル導入に不可欠である 24 時間の観測・監視体

制を、平成 22 年度末までに 47 火山に拡張した。これを踏まえ、47 火山のうちまだ

レベル未導入の 18 火山について、技術的検討に加えて、地元自治体等の防災体制の

現状も把握し導入に向けた課題を抽出した。 
その結果、これらの火山は、これまでに導入した火山に比べ活動度が低く、火山防

災協議会等の防災組織の未設置、ハザードマップの未整備等課題が多いため、他機関

との協議・調整等にこれまで以上の時間をかけた対応が不可欠であることが明らかと

なった。これらを踏まえ、今後５年程度の中期計画で、まずは現在ハザードマップ等

が整備されている 10 火山について導入を図っていく計画案を作成した。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効 

今後の取組 新たに中期目標を設定し、噴火警戒レベルの導入を進める。 

（３）地震の観測、監視能力の向上等のための自己浮上式海底地震計による観測【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

宮城県沖における速度構造や補正値を求め、震源決定精度の向上を図り、地震活動

の特徴や海域地下構造との関係を明らかにするため、大学と共同で自己浮上式海底地

震計による詳細な地震観測を実施する。 
得られた結果は、地震学及び地震活動評価のための基礎的データとして保存し、地

震年報等へ掲載して公開する。また、観測波形データについても大学等地震研究機関

へ提供を行う。 

進捗状況・

取組状況 

宮城県沖で東北大学と共同で自己浮上式海底地震計による観測を 4 月～6 月、6 月

～9 月の２回実施し、観測データの解析を行っている。成果については、大学で観測

するデータと合わせて解析した結果を地震学及び地震活動評価のための基礎的デー

タとして保存し、地震年報に掲載して公開する。 
また、観測・解析結果は地震調査研究推進本部において、宮城県沖における地震活

動の総合的な評価に使用されるとともに大学等地震研究機関へ提供する。 
評価 目標を達成。取り組みは適切かつ有効。 

今後の取組 平成 23 年度以降も自己浮上式海底地震計の設置・回収は行うが、解析の主体が東

北大学に移るため、平成 23 年度の目標設定は行わない。 

（４）新規整備した海底地震計の高度利用による東海･東南海地震想定震源域及び 

その周辺の地震監視能力の向上【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

東海・東南海地震の監視能力の向上を図るため、海域での震源決定精度、検知能力

を向上させる手法の開発を継続するとともに、地震波の速度が遅い海底の堆積層の影

響を補正する技術の導入を目指す。 

進捗状況・

取組状況 

構造探査結果や変換波を用いて、海域での震源決定精度、検知能力を向上させる手

法や補正技術の開発を進めた。手法の開発の目処はついたものの、データの蓄積が十

分でないため観測点補正値を確定することができず、技術の導入までは至らなかっ

た。 
評価 目標は未達成だが進展あり。取組は適切かつ有効。 
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平成23年度 
業務目標 

東海・東南海地震の監視能力の向上を図るため、海域での震源決定精度、検知能力

を向上させる手法の開発を継続するとともに、海底地震計によるデータを蓄積し、地

震波の速度が遅い海底の堆積層の影響を補正する技術を導入する。 
※ 海底地震計は、その下に厚い堆積層が存在するという特殊な観測環境にあるが、気象庁が震源

決定に用いている汎用走時表を用いた通常の解析をもとに高度処理することで解析精度の一層

の向上が期待される。 
 

（５）「緊急地震速報」の精度向上（震度の予想精度）【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 
【平成 22 年度大臣目標】 

平成22年度 
業務目標 

地震動警報のより的確な発表のため、引き続き緊急地震速報の震度の予想精度向上

に努める。具体的には、震度 4 以上を観測した地震、または緊急地震速報で震度４以

上を予想した地震について、平成 24 年度までに予想誤差±１以下におさまる地域の

割合を平成 20 年 2 月までの 75%から 10 ポイント向上させ、85%とする。 
この目標に向け、平成 22 年度は、南西諸島等に新設した地震計の利用を開始する

とともに、観測点補正について、引き続き補正値の導出や検証等の作業を進めたうえ

で導入を進める他、緊急地震速報の震源位置推定の精度向上、マグニチュード推定の

向上を進める。 

進捗状況・

取組状況 

平成 21 年度に整備した観測点（南西諸島、伊豆諸島新島及び大分県別府、計 10
箇所）について、平成 23 年 3 月 1 日より緊急地震速報への利用を開始し、島嶼部の

震源位置推定精度の向上と情報の迅速化を図った。観測点補正については、気象研究

所と協力して確立した補正方法を、平成 23 年 3 月に導入すべく準備をしていたが、

平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震への対応のため導入を見送った。 
平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震発生後、活発な余震活動に伴い、適切に

緊急地震速報が発表できない事例が多発したため、同一地震判定条件のパラメータの

緊急調整を平成 23 年 3 月 16 日に実施し、適切に発表できない事例の低減を図った。 
なお、震度 4 以上を観測した地震、または緊急地震速報で震度 4 以上を予想した地

震について、予想誤差±1 以下におさまる地域の割合は平成 22 年度（ただし 3 月 10
日まで＊）は 72%であった。なお、平成 22 年 9 月 29 日の福島県中通りの地震で震源

の深さを大きく誤って推定したため広域に警報を発表した事例が含まれ、これを除く

と同割合は 95％となる。 
＊平成 23 年 3 月 11 日以降については、比較対象の震度データが未精査であるため

現時点では統計対象とできない。 
評価 目標はほぼ達成。取組は概ね適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

地震動警報のより的確な発表のため、引き続き緊急地震速報の震度の予想精度向上

に努める。具体的には、震度 4 以上を観測した地震、または緊急地震速報で震度４以

上を予想した地震について、平成 24 年度までに予想誤差±１以下におさまる地域の

割合を平成 20 年 2 月までの 75%から 10 ポイント向上させ、85%とする。 
この目標に向け、平成 23 年度は、同時発生地震をより適切に分離処理する手法、

及び、震源の深さ等をより精度よく推定する手法を導入し、緊急地震速報の精度改善

を行う。併せて、平成 22 年度実施を見送った観測点補正の導入を行う。 
また、首都直下地震対策として、緊急地震速報の発表時間を 1 秒短縮することを目

標に、独立行政法人防災科学技術研究所の大深度地震計（深さ 2000m 以深）の観測

データを活用した緊急地震速報の迅速化等の技術開発を進める。さらに東南海地震対

策として、緊急地震速報の発表時間を 8 秒短縮することを目標に、独立行政法人海洋

研究開発機構が東南海沖に整備した海底地震計ネットワークを活用した海域の地震

に対する緊急地震速報の迅速化等の技術開発を進めるとともに、実際に発生した地震

のデータを収集する。 
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（６）地震活動の定量的解析手法の開発【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

統計的手法を用いた地震活動の時間変化を定量的に評価する手法や地震活動の異

常領域を客観的に検出する手法により、地震活動の異常検出等を試みるとともに、そ

れらの調査結果を地震調査委員会等に報告し、地震活動評価の基礎資料として役立て

る。また、地震調査委員会の「地震活動の予測的な評価手法小委員会」での検討結果

を踏まえて、伊豆半島東方沖で地震活動が発生した場合には、予測的な評価（活動の

規模、有感地震の個数、最大マグニチュード、活動期間等の予測）を実施する。 

進捗状況・

取組状況 

＜地震活動の異常検出について＞ 
・昨年度開発したツールを用いて、地震活動が静穏化もしくは活発化した地域を抽

出した資料を作成し、活動評価のためのデータとして、随時、地震調査委員会

へ提出した。 
・領域毎に地震活動度を客観的に数値化した資料を作成し、活動評価のためのデー

タとして、地震防災対策強化地域判定会や地震調査委員会へ提出した。 
＜伊豆東部の地震活動の予測情報について＞ 
・地殻変動データを基に貫入マグマの量を推定し、群発地震活動の規模（最大マグ

ニチュードと震度、有感地震の回数、活動期間）を予測する手法を開発した。 
・平成 22 年 9 月 9 日の地震調査委員会において、その予測手法をとりまとめられ、

予測手法報告書が公表された。 
・静岡県や伊東市とともに、予測情報の発表方法やその際の防災対応等について、

検討、調整を進めてきた。、その結果、情報発表の枠組みが整い、平成 23 年 3
月 31 日から伊豆東部の地震活動に関する情報発表業務を開始した。 

評価 目標を達成。取組は適切かつ有効 

平成23年度 
業務目標 

 平成 22 年度までに開発した伊豆東部の地震活動の予測手法に見られるとおり、地

震活動と地殻変動との関係を明らかにすることにより、地震活動の予測を提供できる

場合がある。 
 平成 23 年度は、関東地方において地殻変動データと地震活動の盛衰との対応関係

が見出される地域を抽出するとともに、当該関係を分析し、地震活動の予測手法を開

発する。 

（７）多成分ひずみ計の整備による東海地震予知の確度向上【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

東海地震の予知が困難なケース（※１）があることに鑑み、地震予知情報業務に新

しい研究成果や技術の進歩（※２）を常に取り込むことで、予知の確度の不断の向上

が必要である。このため、想定震源域の中心部付近から北西領域にかけての領域に最

新技術の多成分ひずみ計を 6 か所増設することにより、東海地震の前兆すべりをより

早期に、またより確実に検出可能とする。具体的には、平成 25 年度を目途に、想定

震源域の中心付近から北西領域にかけての特定の領域で前兆すべりが発生した場合

の東海地震注意情報の想定発表時間を数時間から半日程度早める。 
平成 22 年度は、6 か所についてボーリング工事を行い、多成分ひずみ計を設置す

る。 
設置後は、データの蓄積を図り、気圧、潮汐、地磁気補正を実施することにより、

前兆すべりの推定手法の高度化を目指す。 

進捗状況・

取組状況 

想定震源域の中心部付近から北西領域にかけての 6 か所について、ボーリング工事

を完了し、多成分ひずみ計の設置を行った。 
設置後の約半年間のデータを使って、気圧、潮汐の補正を行えるようにし、平成

23 年 1 月よりデータの正式運用を開始した。 
平成 22 年度末～23 年度にかけて、データの異常監視を行えるように解析を進めて

いるところである。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

 設置した多成分ひずみ計の通常時の変動レベルの調査を完了し、異常監視を開始す
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今後の取組 る。また、この変動レベルを使って、想定震源域の中心付近から北西領域にかけての

特定の領域で前兆すべりが発生した場合に、ひずみ計に現れる異常の検知時間がどの

程度短縮できるかを調査し評価する。あわせて、前兆すべりが発生した場合のすべり

位置の推定に、新設したひずみ計のデータを使うために、広域的なひずみ変化に対す

るひずみ計の応答係数（キャリブレーション係数）の調査を行う。これらの調査結果

も踏まえつつ、より早期に異常検知を行えるように、前兆すべりの推定方法の高度化

を目指す。 
なお、ひずみ計の整備は全て完了し目標達成、及び観測データの正式運用もほぼ開

始していることから、新たな目標設定はしない。 
※１ 東海地震の予知が困難なケースとは、前兆すべりの規模が検出限界以下であった場合、その

成長が極めて急激であった場合などである。 
※２ 最近の新しい観測・研究成果として、①想定震源域の近傍におけるゆっくりすべりの発見及

び②それが前兆すべりの発現に関わる可能性を示すシミュレーション研究成果がある。 
 
 
基本目標１－１－３ 防災関係機関への情報提供機能および連携の強化 

（１）地方公共団体の防災対策への支援強化【企画課】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

市町村長の避難勧告等の判断をより一層支援するため、気象庁は平成 22 年 5 月か

ら気象警報・注意報を市町村単位で発表する計画であり、これにあわせ、地方気象台

等による地方公共団体の防災対策全般への支援活動を強化する。 
平成 22 年度は、これまで各地方気象台等が自主的に実施してきた地方公共団体の

防災対策支援の取り組みを、全国に広げ、統一した内容で実施することにより支援活

動を強化する。具体的には、次の項目についてその防災対策を一層効果的に支援する。 
・市町村の避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ策定への支援 
・防災・気象知識の普及・啓発活動（基本目標４－２（２）及び（３）関連） 
・防災訓練への積極的な参画 
・震災や風水害時等において、地方公共団体の災害対策本部への職員派遣等による

防災気象情報の提供・解説 
 
年度当初に各地方気象台等が実施計画を作成するとともに、平成 22 年末を目途に

その取組状況の調査・点検を行う。 

進捗状況・

取組状況 

今年度当初に各地方気象台等が作成した当業務の実施予定に基づき、地方気象台等

において地方公共団体に対する取組を的確に実施してきた。また、平成 22 年 12 月

に全ての都道府県及び市町村に対して実施したアンケート調査結果によると、各項目

の気象台の取組に対する満足度はいずれも 9 割を超えている。 
平成 22 年 4 月～12 月の取組状況は次のとおり。 

【取組状況】 
・市町村の避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ策定への支援 

都道府県との連携のもと、マニュアルの雛形の作成への協力等を行っている

ほか、多くの気象台が複数の市町村に対して個別に支援を実施。 
・防災・気象知識の普及・啓発活動 

地方公共団体を対象とした説明会や講演会を、年度当初の実施予定に基づき

実施した。（1 官署あたり平均 12 回実施） 
・防災訓練への積極的な参画 

都道府県等が主催する防災訓練に、1 官署あたり平均 4 回参画。 
・震災や風水害時等において、地方公共団体の災害対策本部への職員派遣等による

防災気象情報の提供・解説 
平成 22 年 10 月末の奄美大島での大雨災害時には、奄美市災害対策本部や鹿

児島県現地対策合同本部に職員を派遣し、気象状況の解説等を実施するなど、
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大雨災害時や台風接近時などにおいて、地元の気象台から適時・適切な資料提

供や解説業務を実施した。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

平成 23 年度においても地方気象台等による地方公共団体の防災対策全般への支援

活動を引き続き強化する。 
・市町村の避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ策定への支援 
・気象情報の利活用促進や安全知識の普及・啓発活動 
・防災訓練への積極的な参画 
・震災や風水害時等において、地方公共団体の災害対策本部への職員派遣等による

防災気象情報の提供・解説 
年度当初に各地方気象台等が実施計画を作成するとともに、平成 23 年末を目途に

その取組状況の調査・点検を行う。 
 
 
１－２ 交通安全の確保のための情報の充実等 
基本目標１－２－１ 航空機のための気象情報の充実・改善 

（１）羽田空港での飛行場予報（着陸予報・離陸予報）の発表開始【予報部】 

目標の分類 単年度目標 
【平成 22 年度大臣目標】 

平成22年度 
業務目標 

平成 22 年 10 月予定の新滑走路供用開始に伴い国際便発着の拡大が見込まれる羽

田空港において、航空機の運航に対する情報提供を強化して航空機の運航者や管制機

関の業務の円滑化に資するため、機器を整備するとともに、空港周辺や４本の滑走路

の気象特性に即し適切な予報を発表できるよう予報技術の確立や研修に取り組み、慣

熟運用等を行った上で、同時期から飛行場予報（離陸予報・着陸予報）の発表を開始

する。 

進捗状況・

取組状況 

必要な機器やマニュアル類の整備を行うとともに、6月下旬から慣熟運用を行い 10
月 21 日 00 時からの羽田空港 D 滑走路供用開始に合わせ、飛行場予報（離陸予報・

着陸予報）の発表を開始した。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

今後の取組 本取組については目標を達成したことから今年度で終了とする。今後は一層適切な

予報を発表するためにマニュアル類の改善に努める。 

（２）航空気候表の作成・提供【観測部】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

国内航空交通における運航の安全性、定時性および経済性の確保に資するため、新

たに 5 年分以上のデータが揃う 1 空港（奥尻空港）について航空気候表を作成し、国

内外の航空会社、航空関係機関へ提供する。 
進捗状況・

取組状況 
新たに奥尻空港を追加し、74の空港について航空気候表を作成し、平成 23年 3月

に航空関係機関等に提供した。 
評価 目標を達成。取り組みは適切。 

平成23年度 
業務目標 

国内航空交通における運航の安全性、定時性および経済性の確保に資するため、新

たに 5 年分のデータが揃う中部国際空港について航空気候表を作成し、国内外の航空

関係機関へ提供する。 
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（３）時間的にきめ細かな観測データ提供等のための航空地上気象観測システム整備【観測部】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

新千歳空港に航空地上気象観測システムを整備する。 
また、東京国際空港のＤ滑走路供用開始に合わせ、平成 21 年度に追加整備した航

空地上気象観測システムの運用を開始する。 

進捗状況・

取組状況 

新千歳空港に航空地上気象観測システムを整備し、平成 23 年 3 月 10 日に運用を

開始した。 
東京国際空港の D 滑走路供用開始に合わせ、平成 21 年度に追加整備した航空地上

気象観測システムの運用を平成 22 年 10 月 21 日に開始した。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

今後の取組 本取組については、厳しい予算事情により H23 年度の更新計画が無くなったこと

から同年度の目標設定は行わない。 
 
 
基本目標１－２－２ 船舶のための気象情報の充実・改善 

（１）沿岸波浪情報の充実・改善【地球環境・海洋部】 

目標の分類 
中期目標（6 年計画の４年目） 
【平成 22 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 22 年度大臣目標】 

最終目標 

内海・内湾における沿岸防災、海運・漁業の安全を図るため、沿岸域における波浪

予測情報の高頻度提供及び精度向上を目指し、予測結果の精度評価を実施し改善を図

るとともに平成 24 年度までには、11 以上の海域を対象としたきめ細かな波浪予測情

報の提供を目指す。 
（注）国土交通省の政策評価では、最大で向こう 5 年間の目標とされていることから

「平成 23 年度に 7 海域以上」としている。 
平成22年度 
業務目標 

平成 23 年度に提供海域を 2 海域追加するため、海域の決定と地形データの整備等

を実施する。 

進捗状況・

取組状況 

年度 18 19 20 21 22 23 24 23 目標 24 目標 
測定値 

（海域数） 0 5 5 5 5   7 以上 11 以上 

・平成 21 年度に提供先と選定した追加 2 海域（新潟海岸、仙台湾南部海岸）につい

て、最適な計算範囲の設定と地形データの整備などを進め、情報を提供できる環境

が整った。 
・精度改善に関しては、浅海波浪モデルについて波浪観測に基づいた統計的検証を実

施し、通年の平均誤差が 10cm、平方根平均二乗誤差が 20cm 程度の良好なスコア

を確認できた。ただし、検証事例は波高の低い事例が大半を占め、内海・内湾での

防災上重要な、台風が接近した場合など波高の高い事例は僅かであった。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 

22 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 

平成23年度 
業務目標 

追加する 2 海域について関係機関との調整を行ったうえで、情報提供を開始する。 
また、平成 24 年度に提供海域を 4 海域追加するため、海域の決定と地形データの

整備等を実施する。 
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１－３ 地球環境の保全のための情報の充実等 
基本目標１－３ オゾン層・地球温暖化等の地球環境に関する情報の充実・改善 

（１）「地球環境に関する気象情報の充実・改善（改善または新規に作成され提供される情報の数） 
【地球環境・海洋部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 3 年目） 

最終目標 
地球温暖化、大気汚染等の地球環境対策に資するため、温室効果ガス・オゾン層・

エーロゾル等の地球環境の情報について、平成 19 年度から平成 23 年度までの各年

度に 3 件の改善または新規の情報提供を行う。 

平成22年度 
業務目標 

次の新たな情報提供を開始する。 
①� 学輸送モデルの結果を用い、予測期間を延長（「前日の夕方発表」から「前

日の午前中に発表」）したスモッグ気象情報の発表を開始する。 
 

平成 21 年度概算要求「地球温暖化に関する観測・監視体制の強化（基本目標

1-3(2)）」で整備した高精度観測機器及び平成 22 年度概算要求「高精度海洋観測」に

より整備した高精度海洋観測体制により、次の２件の新たな情報提供を開始する。 
②海洋における二酸化炭素の吸収・排出量を把握するため、大気-海洋間の二酸化

炭素交換量の対象領域を北西太平洋及び太平洋赤道域から太平洋全域に拡大す

る。 
③地球温暖化の予測不確実性の低減に寄与することを目的として、北西太平洋の人

為起源二酸化炭素蓄積情報を公開する。 
 
平成 22 年度概算要求「航空機による温室効果ガス観測」で整備した航空機による

温室効果ガスの観測装置を用いて、次の新たな情報の提供を開始する。 
④温室効果ガスの立体的濃度分布を把握するため、厚木～南鳥島間の航空機による

観測値を公開する。 

進捗状況・

取組状況 

年度 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 

（情報数） 3 4 2 2  5 年間合計で 15 

①翌日の気象が広域に光化学スモッグの発生しやすい状態になると予測される場

合に午前 11 時頃に発表する「全般スモッグ気象情報」の提供を平成 22 年 8 月 3
日から開始した。 

②対象領域を太平洋全域に拡大し、平成 23 年 3 月に二酸化炭素交換量の情報を公

表する準備を進めていたが、東北地方太平洋沖地震への対応のため公表を見送っ

た。 
③北西太平洋の東経 137 度線を対象に、平成 23 年 3 月に二酸化炭素蓄積量の断面

情報を公表する準備を進めていたが、東北地方太平洋沖地震への対応のため公表

を見送った。 
④平成 23年 2月より厚木基地～南鳥島間を運行する航空機による観測を開始する

とともに、同年 3 月に観測値の公開を開始した。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は積極的かつ有効。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 

22 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 

平成23年度 
業務目標 

以下の情報提供開始及び改善を行う。 
①地球温暖化に伴う海洋環境の監視のため、海洋の貯熱量に関する情報提供を開始

する。 
②海洋における二酸化炭素の吸収・排出量を把握するため、大気-海洋間の二酸化

炭素交換量の対象領域を太平洋全域から大西洋域に拡大する。 
③航空機による温室効果ガス観測成果の利用等により、「二酸化炭素分布情報」を

鉛直方向の濃度分布を含めた三次元情報に拡張する。 
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④太平洋全域を対象とした二酸化炭素交換量の情報提供を平成 23年度早期に開始

する。 
⑤北西太平洋の東経 137 度線を対象とした二酸化炭蓄積量の断面情報の提供を平

成 23 年度早期に開始する。 
 
 
１－４ 生活の向上、社会経済活動の発展のための情報の充実等 
基本目標１－４－１ 天気予報、週間天気予報の充実 

（１）－①天気予報の精度（明日予報が大きくはずれた年間日数）【予報部】 
目標の分類 中期目標（5 年計画の 4 年目） 

最終目標 

明日の天気予報において、降水確率、最高気温、最低気温が大きくはずれた年間日

数（平成 18 年実績で、それぞれ全国平均で、29 日、52 日、29 日）を、平成 23 年

までにそれぞれ１割程度減らし、26 日、47 日、26 日にする。 
（注）降水：降水確率が 50％以上はずれた日数 

最高・最低気温：3℃以上はずれた日数 

平成22年度 
業務目標 

安定的な降水確率、最高・最低気温の予測精度維持のため、予想が大きく外れた事

例を分析し雨・気温の予想ワークシートや予測技術資料の改善を図る取り組みを継続

する。 

進捗状況・

取組状況 

年 18 19 20 21 22 23 23 目標 
降水 29 日 28 日 27 日 24 日 25 日  26 日以下 

最高気温 52 日 49 日 45 日 40 日 39 日  47 日以下 
最低気温 29 日 27 日 27 日 26 日 25 日  26 日以下 

（測定値は前 3 年間の平均） 
雨・気温の予想ワークシートや予測技術資料の改善を行った。予想が大きく外れた

事例の原因究明と、勉強会等をとおして、知見や技術の予報担当者間での共有を定常

的に行った。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 
21 年度 目標に向けて大いに進展。取組は適切かつ積極的。 

22 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 
平成23年度 
業務目標 

予想が大きく外れた事例を分析し雨・気温の予想ワークシートや予測技術資料の改

善を図る取り組みを継続し、予測精度維持・向上を図る。 

（１）－②天気予報の精度（週間天気予報における降水の有無の適中率と最高・最低気温の予報誤差） 
【予報部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 4 年目） 

最終目標 

週間天気予報の５日後の精度を、平成 23 年までに、平成 18 年時点における４日

後の精度まで向上させ、全国平均で降水の有無の適中率を 72％（平成 18 年は 70％）

に、最高・最低気温の予測誤差を各 2.4℃、1.9℃（平成 18 年は各 2.7℃、2.1℃）に

改善する。 

平成22年度 
業務目標 

最低気温の目標達成に向けて、統計的な補正をした気温ガイダンスを運用開始す

る。また、精度の維持・向上のため、気温や降水の有無について予報が外れた事例等

の調査・検証を定期的に行い、予報担当者間での情報共有・意見交換を行うことで、

予報技術の向上を目指す。 

進捗状況・

取組状況 

年 18 19 20 21 22 23 23 目標 
降水 70％ 71％ 71% 72% 73%  72％以上 

最高気温 2.7℃ 2.5℃ 2.4℃ 2.4℃ 2.5℃  2.4℃以下 
最低気温 2.1℃ 2.0℃ 2.0℃ 2.0℃ 2.0℃  1.9℃以下 
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（測定値は前３年間の平均） 
平成 22 年 5 月より統計的な補正をした気温ガイダンスの利用を開始した。また、

気温や降水の有無について予報が外れた事例等の調査・検証を定期的に行い、予報担

当者間での情報共有・意見交換を行った。平成 22 年の測定値は、降水の有無につい

ては向上した。最高気温及び最低気温については、ほぼ横ばいとなった。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 

22 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ積極的。 

平成23年度 
業務目標 

気温や降水の有無について予報が外れた事例等の調査・検証を定期的に行い、予報

担当者間での情報共有・意見交換を行うことを継続する。特に気温については、大き

く外れた事例の分析等を行い、重点的に取り組む。 
 
 
基本目標１－４－２ 気候情報の充実 

（１）季節予報の確率精度向上（１か月気温確率）【地球環境・海洋部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 4 年目） 

最終目標 

天候（気温）の影響を受けやすい社会経済分野の活動を支援するため、1 か月予報

の平均気温について、ブライア・スキル・スコア（BSS：以下参考）の５年間の平均

を 0.12（平成 14～18 年度の平均）から、0.18（平成 19～23 年度の平均）と、1.5
倍に向上させる。すなわち、予測精度を現状に比べ 50%向上させる。 
これにより、信頼度の改善とともに、例えば、気温が低い確率が 70%といった利

用者に利用しやすい、より大きな、あるいは小さな確率の予報の発表頻度の増加も目

指す。 

平成 22 年度 
業務目標 

平成 21 年 3 月に導入したガイダンスにより改善が見られたとはいえ、まだ、大き

な確率値や小さな確率値の発表頻度が少なく、信頼度の改善も十分ではない。平成

22 年度はこの点を勘案し、またガイダンスの特性をふまえ、予報作業を行ない、大

きな確率値や小さな確率値の予報の発表頻度の増加と信頼度の向上を目指す。 

進捗状況・取

組状況 

年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 0.12 0.12 0.15 0.15 0.17 

(暫定値)  0.18 
（平均誤差は５年間の平均） 

大きな確率値や小さな確率値の発表頻度を勘案し、平成 21 年 3 月に導入したガイ

ダンスの特性を踏まえ予報作業行った結果、予報精度が向上するとともに（22 年度

の測定値は、10 月発表分までの暫定値）、大きな確率値や小さな確率値の発表頻度が

増加した。具体的な例としては、平成 22 年 8 月 20 日発表の 1 か月予報において、5
つの地方予報区で１か月平均気温の高い確率を 70％とし、厳しい残暑が続くことを

大きな確率で予報した。月平均気温の確率予報を集計すると、60％以上の大きな確率

を予報した割合は、平成 20 年度で 4％、平成 21 年度で 8％であったが、平成 22 年

度には 10％に増加している。 

評価 

19 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切。 
21 年度 目標に向けた進展なし。取組は概ね適切。 

22 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 

平成 23 年度 
業務目標 

平成 23 年度の早い段階でさらにガイダンスを改善し、その特性を踏まえた予報作

業を行うことで、さらなる精度向上を図る。 

参考 ブライア・スキル・スコア（BSS） 
ブライア・スコア（BS）は次の式で定義される。 
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ａi は現象の有無、Ｐi は予報確率値、Ｎは予報の総数で、予報が完全の時（0%と

100%のみ予報し、すべて的中する場合）に BS は０（ゼロ）となる。 
ブライア・スキル・スコア（BSS）は、気候的出現率（平年より高い確率を 33%、

平年並みの確率を 33%、低い確率を 33%）を“予報”と仮定した場合のブライアス

コア（BScl）を基準に、予報確率を利用すると気候的出現率よりどれだけ改善されて

いるのかをみるために以下のように定義されたものである。 

 
予報が完全（0%と 100%のみを予報し、すべて的中する場合）であれば１となる。 

（２）２０１０年平年値の作成【観測部】 

目標の分類 単年度目標  

平成22年度 
業務目標 

社会の様々な分野での利用に供するため、基盤的な気候情報である平年値を 10 年

振りに更新する。平成 21 年度に検討した観測所の移転やアメダスのデータ間隔の変

更に対応した算出方法を導入し、全国の地上気象観測（気象官署、特別地域気象観測

所、アメダス）や高層気象観測の平年値を 1981～2010 年の 30 年間の観測値を用い

て作成し、気象庁ホームページ等で、平成 22 年秋頃から順次公表する。 

進捗状況・

取組状況 

全国の地上気象観測（気象官署、特別地域気象観測所、アメダス）や高層気象観測

について、2010 年 12 月 31 日までの 30 年間の観測値を用いて、移転や観測間隔に

関する補正等を行い、新平年値を作成し、平成 23 年 3 月に公表した。 
評価 目標を達成。取り組みは適切。 

今後の取組 平年値の作成作業は終わったため平成 23 年度の目標設定は行わないものの、新平

年値に関する周知・解説を行い、利用者における新平年値への円滑な移行を図る。 
 
 
２．気象業務に関する技術に関する研究開発等の推進  

基本目標２－１ 気象等の数値予報モデルの改善 

（１）数値予報モデルの精度（地球全体の大気を対象とした数値予報モデルの精度）【予報部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 
【平成 22 年度大臣目標】 

最終目標 

より高精度の防災気象情報等を発表するため、地球全体の大気を対象とした数値予

報モデルの２日後の予測誤差（数値予報モデルが予測した気圧が 500hPa となる高度

の実際との誤差、北半球を対象）を、平成 22 年末までに平成 17 年（実績値 18.3ｍ）

に比べ約 20%改善する（目標値 15ｍ）。 

平成22年度 
業務目標 

新たな衛星データとして特に Aqua/AIRS、Metop/IASI データの利用により、気温

や水蒸気の分布をはじめとする初期値精度の改善を図るとともに、物理過程の改良の

ための開発を継続する。 

進捗状況・

取組状況 

年 17 18 19 20 21 22 22 目標 
測定値 
（ｍ） 18.3 17.9 17.1 15.8 15.0 14.8 15 以下 

Aqua/AIRS、Metop/IASI のデータの取り込みや海洋混合層結合モデルの導入は実

施できなかったが、台風ボーガスの改良や GPS 掩蔽(COSMIC)データの新規利用を

行った。 
評価 18 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね有効。 
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19 年度 目標に向けて進展あり。取組は有効。 
20 年度 目標に向けて大いに進展。取組は有効。 
21 年度 目標に向けて大いに進展。取組は有効。 

22 年度 目標を達成。取組は有効。 

今後の取組 
次期中期目標として、地球全体の大気を対象とした数値予報モデルの２日後の予測

誤差（数値予報モデルが予測した気圧が 500hPa となる高度の実際との誤差、北半球

を対象）の改善に取り組む。 

（２）数値予報モデルの改善【予報部】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

次のことを実施する。 
・全球モデル 

Aqua/AIRS、Metop/IASI といった新規衛星データを取り込むとともにモデル

の物理過程の改良を継続し、天気予報の精度を改善する。また、海洋混合層結合

モデルを導入し、台風強度予報の精度を改善する。 
・メソモデル 

防災気象情報の予測精度を改善するため、衛星データをはじめとする観測デ

ータの利用方法の高度化を図るとともに、モデルの物理過程の改良を継続する。 

進捗状況・

取組状況 

全球モデルについて、Aqua/AIRS、Metop/IASI のデータ取り込みと海洋混合層結

合モデルの導入は実施できなかったが、台風ボーガスの改良や GPS 掩蔽(COSMIC)
データの新規利用を行った。 
メソモデルについては、衛星データの利用手法を高度化したほか、台風ボーガスの

改良、ドップラーデータの利用追加、積雲対流の計算手法の改良を実施した。 
評価 目標は未達成だが進展あり。取組は概ね有効。 

今後の取組 
今後 5 年間の精度向上の基礎となる、次期スーパーコンピュータシステムへの移行

を着実に実施するとともに、新規衛星データの取り込みや海洋混合層結合モデルの導

入に向けた開発に引き続き取り組む。 

（３）地域気候モデルと全球気候モデルの高度化【気象研究所】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

次のことを実施する。 
・地域気候モデルの高度化 

改善された全球気候モデルの計算結果を地域気候モデルの境界条件として用

いて、現在気候の再現実験を北海道、東北地方など日本を複数の地域に分け実

施する。地域毎に再現実験の結果と観測値を比較することにより、地域気候モ

デルの精度を評価し、モデルの特性を詳細に把握し、平成 23 年度以降に実施す

る日本域の温暖化予測実験の準備を終える。 
・全球気候モデルの高度化 

平成21年度の評価の結果明らかになった炭素循環等の変化予測部分について

全球気候モデルを改良する。改良した全球気候モデルを用い、平成 22 年度から

IPCC 第 5 次評価報告書に向けた国際実験に参加し、各種の温暖化予測実験を実

施する。 

進捗状況・ 
取組状況 

・地域気候モデルの高度化 
日本全域を一度に計算できるように地域気候モデルの計算効率の向上を行った。

改善された高解像度全球気候モデルの計算結果を精緻な地域気候モデルの境界条

件として、現在気候再現実験を実施した。再現実験の結果を観測値と詳細に比較し、

計算結果が十分な精度を持っていることを確認した。 
・全球気候モデルの高度化 

大気モデル、海洋・海氷モデル、エーロゾルモデル、大気化学モデル（オゾンモ
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デル）をすべてカップラーで結合できるようにし、柔軟なモデル構成を可能にした。

雲物理、積雲対流、大気境界層、陸面の各過程に新スキームの導入あるいは高度化

を行い、さらに各モデルを結合した気候モデル・地球システムモデルを調整し、精

度の高い気候再現が可能なモデルを完成させた。完成したモデルを用いて国際的な

モデル比較プロジェクトである CMIP5 の各種実験を開始し、一部の実験を完了し

たが、全ての実験を完了させるのは翌年度にずれ込む見通しである。また、このモ

デルの大気部分の高解像度版を作成し、予備的な実験を行い再現性の検証を行っ

た。 
評価 目標はほぼ達成。取組は概ね適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

・地域気候モデルの高度化 
精緻な地域気候モデルによる温暖化予測実験を開始し、近未来（2016～2035）

と 21 世紀末（2076～2095）の各 20 年間の予測を行う。得られた予測結果につい

て、月降水量、月平均気温の解析と図表類の整理を行い、温暖化時の日本付近の気

温・降水量変化の概要と予測結果の問題点の把握を行う。 
・全球気候モデルの高度化 

残った CMIP5 各種実験のうち、①モデルの予測性能の検証と 10 年予測（2010
年代）、②産業革命前基準実験、産業革命以降の歴史実験および IPCC で定められ

たシナリオによる予測実験、③大気モデル感度実験、④雲強制力モデル比較計画

（CFMIP）に関する実験を行い、データの提供、解析等を行う。 
次期高解像度地球システムモデルの開発として、現モデルでは 120km メッシュ

である解像度を 60km メッシュとした大気モデルと、現在の海洋モデルに解像度

1°/10×1°/12 の太平洋領域をネスティングしたモデルを開発して予備的な実験

を行い、気候再現性の検証を行う。 

（４）地震発生過程のモデリング技術の改善【気象研究所】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

前回の東南海地震（1944 年）では、東海地震が連動して発生しておらず、東海地

震の想定震源域付近では依然として応力が高まった状態を保っていると考えられて

いる。そこで、平成 21 年度に作成した広域の応力場の影響を考慮することが可能な

シミュレーションモデルにおいて、東南海地震発生時に連動して東海地震が発生しな

い状況を再現し、その状況下で東海地域のスロースリップが発生するモデルを作成す

る。 

進捗状況・

取組状況 

東南海地震発生時に東海地震が発生しない状況を再現するため、東海沖の領域で海

嶺が沈み込んでいる状況を反映するようモデルに改良を加えた。さらに、東海地域の

スロースリップを再現するため、浜名湖周辺領域の深部では高間隙圧であることを想

定してモデルに取り入れた。その結果、紀伊半島沖を破壊開始点とする東南海地震・

南海地震が約 110 年のサイクルで発生し、2 回に 1 回は東南海地震が東海地域まで進

展しないという期待した通りのモデルが得られた。これは安政および昭和の巨大地震

の発生様式を概ね再現している。また、地震間には、東海地域で約 15－18 年の周期

を持つスロースリップを発生させることに成功し、これも実際に観測されている現象

をほぼ再現している。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効 

平成23年度 
業務目標 

現在のモデルでは、東南海地震と南海地震の発生について、常に同時に発生する形

でしか再現できておらず、過去の事例のように両地震が同時に発生したり数日～数年

程度の時間差をもって発生したりするなどの複雑な発生パターンを再現できていな

い。そこで、今年度は①東南海地震と南海地震が数日～数年程度の時間差をもって発

生するパターンと両地震が同時に発生するパターンの両方を再現するとともに、②東

海地域だけでなく豊後水道における M６～７の規模のスロースリップの発生も説明

することができるモデルを作成する。 
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（５）高潮予測モデルの高度化【地球環境・海洋部】 

目標の分類 単年度目標 

平成 22 年度 
業務目標 

台風等に伴う高潮対策に資する高潮情報の充実・改善のため、次のことを実施する。 
・新高潮ガイダンスについては波浪の影響により、内湾に比して外洋に面した沿岸

域での予測誤差が大きい。複雑な海底地形も考慮した上で、波浪の影響による潮

位の上昇量を計算する手法を開発し予測精度を改善する。 

・天文潮予測モデルの改善について、引き続き改善効果が比較的低い海域について

精度向上を図る。 

進捗状況・取

組状況 

・波浪の影響による潮位上昇について、過去の潮位観測資料を用いて地点毎に新高潮

ガイダンスの風向風速別の予測特性を調査し、潮位上昇量と波浪の基となる風との

関係を把握したが、波浪の影響による潮位上昇量の計算手法の開発及び予測精度の

改善までは至っていない。 

・天文潮予測モデルの改善については、面的天文潮位と従来の地点別天文潮位及び実

測潮位との比較、検証を行い、誤差の大きな海域についての改善を行った。 

評価 目標はほぼ達成。取組は適切かつ有効。 

平成 23 年度 
業務目標 

台風等に伴う高潮対策に資する高潮情報の充実・改善のため、平成 22 年度に行っ

た調査の結果を踏まえ、波浪の影響を高潮ガイダンスに反映させる計算手法を開発

し予測精度を改善する。 

 
 
基本目標２－２ 観測・予報システム等の改善・高度化 

（１） 火山活動評価手法の改善・高度化【地震火山部 気象研究所】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

伊豆大島における稠密 GPS、傾斜、光波測距の連続観測、精密重力の繰り返し観

測を引き続き実施し、これらを総合的に解析して、地殻変動の総合的観測による伊豆

大島の火山活動評価に関する指針を作成する。 
また、浅間山等他の活動的火山についても、干渉 SAR 等を活用して地殻変動のモ

デリング研究を継続する。そのうえで、これまで得られているそれぞれの火山におけ

る地殻変動を解釈する圧力源モデル等の解析結果をとりまとめる。 
マグマ上昇シナリオに基づく火山活動評価手法として、仮想的なマグマ上昇に伴う

地殻変動シナリオを作成し、それに基づいて、いくつかの代表的火山でその検知力や

それを検出するための監視手法についてとりまとめる。 

進捗状況・ 
取組状況 

伊豆大島における稠密 GPS、傾斜、光波測距の連続観測、精密重力の繰り返し観

測を引き続き実施した。平成 22 年 5 月頃からカルデラ北部直下を中心とする膨張を

示す地殻変動が観測されたことから、そのデータを総合的に解析し、圧力源の位置・

膨張量の推定を行っている。そのうえで、伊豆大島の火山活動評価に関する指針の一

環として、今後同様の膨張イベントが見られた場合の注目すべき観測項目等につい

て、気象庁が新たに強化した観測網も含めとりまとめている。 
火山用地殻活動解析支援ソフトウェア（MaGCAP-V）を機能強化し、SAR 干渉解

析により局所的な地殻変動が検出されていた吾妻山及び霧島山新燃岳について、その

圧力源の解析を行い、火口直下数百 m で 104～105㎥の体積変化を示す膨張収縮源モ

デルを推定した。 
以上の結果も含め、これまでに様々な火山で得られた地殻変動の圧力源モデルを整

理した上で、それに基づき想定される標準的なマグマ上昇や熱水膨張に伴う地殻変動

がどのように出現するか、各過程において発現する膨張率、膨張源の深さ、発現期間

の幅を示した一般的な地殻変動の進行シナリオを作成し、霧島山及び吾妻山を対象に

検証した。マグマ供給系に不明な点が多いため、定性的なシナリオでの検証ではある

が、その結果から、噴火の準備段階に相当する深部からの膨張率が小さいマグマ貫入

の検出には広域の地殻変動観測網の監視がより有効であること、シナリオが進行しマ

グマが浅部へ上昇するに従い、火山に近接した観測網の監視の重要度が増すこと、さ
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らに膨張源の深さが 0～1 km 程度とごく浅くなる噴火直前には傾斜計による傾斜変

化の監視が特に重要になることがわかった。 
評価 目標をほぼ達成。取組は適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

伊豆大島における稠密 GPS、傾斜、光波測距の連続観測、精密重力の繰り返し観

測を引き続き実施するとともに、気象庁の総合観測点データの解析に着手する。また、

歪観測による地殻変動の観測解析強化のため、歪計を整備し、火山用地殻活動解析支

援ソフトウェア（MaGCAP-V）に歪データの解析機能を追加する。 
その他の火山についても、気象庁の総合観測点データの解析及び SAR 干渉解析に

よる地殻変動解析を行う。 
噴火警戒レベルの基礎となっている噴火シナリオを改善するため、様々な火山異常

現象に関する資料収集比較調査を開始し、現シナリオの課題整理を行う。 

（２）次期静止気象衛星の整備【観測部】 
目標の分類 中期目標：（5 年計画の 2 年目） 

最終目標 

我が国静止気象衛星「ひまわり」は、日本はもとよりアジア・西太平洋域の気象業

務に必要不可欠の観測手段である。現在運用中の衛星は平成 27 年度には設計上の寿

命を迎えることから、次期の衛星を平成 26 年度に打ち上げることが必要である。衛

星の製造には５か年を要することから、平成 21 年度より次期静止気象衛星の製造に

着手し、平成 25 年度にひまわり 8 号の製造を完成させる。 
平成22年度 
業務目標 

平成 22 年度は、製造の第２年度目の工程管理を実施し、引き続き着実な製造を進

める。 
進捗状況・

取組状況 
衛星製造の第２年度目として、基本設計などの製造に係る工程管理を実施した。 

評価 21 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切。 
22 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切。 

平成23年度 
業務目標 

平成 23 年度は、製造の第３年度目の工程管理を実施し、引き続き着実な製造を進

める。 
 
 
基本目標２－３ 気象研究所の研究開発・技術開発の推進 

（１）気象研究所における研究課題の評価の実施、競争的資金の活用、共同研究の推進【気象研究所】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

次のことを実施する。 
①評価 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、「台風・集中豪雨対策

等の強化」、「地震・火山対策の強化」、「地球温暖化観測・監視体制の強化」の分

野ごとに、所要の研究課題に対する外部評価または内部評価を実施する。 
②競争的資金の活用 

引き続き気象研究所の知見や技術が活用可能な政策に貢献し、かつ研究活動

の充実を図るため、各種競争的資金による研究を平成 21 年度と同程度以上実施

する。 
③共同研究 

他の研究機関が有する知見等を利用することにより、国際貢献、国家的・社

会的課題に関して一層活用可能な研究成果が得られるよう、大学等との共同研

究を平成 21 年度と同程度以上実施する。 

進捗状況・

取組状況 

①評価 
各種指針に基づき、本年度実施済み、または実施予定の外部評価及び内部評価は

4 件（3 分野の終了時評価及び事前評価）及び 2 件（地方共同研究の終了時評価及

び事前評価）である。本資料提出時点で実施予定の外部評価は、気象研究所評議委

員会予報分科会（平成 23 年 1 月 26 日開催予定）と、同委員会の全体会（平成 23



 

3－20 

 

年 2 月 14 日開催予定）であり、年度内に全て完了する見込みである。 
②競争的資金の活用 
環境研究総合推進費      6 課題 78 百万円（前年 6 課題 92 百万円） 
科学技術振興調整費      2 課題 213 百万円（前年 2 課題 159 百万円） 
科学研究費補助金（代表課題） 24 課題 76 百万円（前年 18 課題 40 百万円） 

競争的資金の総額及び件数ともに増加しており、昨年度と多い課題を外部資金に

より実施が可能となった。 
③共同研究 

本年度は 40 課題の共同研究を実施している。 
内訳 新規（含更新）： 13 課題、継続： 27 課題、契約機関数： 24 機関。 

（参考）平成 21 年度の実績は、共同研究 35 課題 
 （新規（含更新）： 13 課題、継続： 22 課題、契約機関数： 23 機関） 

課題の総数として増加しており、公的性の高い民間企業（JR 東日本）との共同

研究を引き続き実施している。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

次のことを実施する。 
①評価 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」「国土交通省研究開発評価指針」等に

基づき、「台風・集中豪雨対策等の強化」、「地震・火山対策の強化」、「地球温暖

化観測・監視体制の強化」の分野ごとに、所要の研究課題に対する外部評価ま

たは内部評価を適切に実施する。 
②競争的資金の活用 

引き続き、気象研究所の知見や技術が活用可能な政策に貢献し、かつ研究活

動の充実を図るため、各種競争的資金による研究を平成 22 年度と同程度以上実

施する。 
③共同研究 

他の研究機関が有する知見等を利用することにより、国際貢献、国家的・社

会的課題に関して一層活用可能な研究成果が得られるよう、大学等との共同研

究を平成 22 年度と同程度以上実施する。 
 
 
３．気象業務に関する国際協力の推進 

基本目標３－１ 国際的な中枢機能の向上 
 

（１） アジア太平洋気候センター業務の充実【地球環境・海洋部】 

目標の分類 単年度目標 
【平成 22 年度大臣目標】 

平成 22 年度 
業務目標 

アジア・太平洋の国家気象機関が各国で行う季節予報を支援するため、数値予報モ

デルの更新による予測精度の向上、予測情報の利用方法に関する研修の実施等によ

り、予測情報への定期的利用国(1 年間の利用が 6 か月以上)をさらに増加させる。 
平成 22 年度は、現状の 6 か国以外の 2 か国以上に、観測・解析データを用いたイ

ンタラクティブ解析ツールの定期的な利用を促すことによって当庁データの利用拡

大を図るとともに、データ利用に関するキャパシティビルディング（能力開発）を進

め、平成 23 年度以降の予測情報への定期的利用に繋げる。 

進捗状況・取

組状況 

予測情報またはインタラクティブ解析ツールの定期的利用国は、6 か国から 11 か

国に増加した。 
・予測情報については、現状の 6 か国(バングラデシュ、香港、韓国、イラン、マ

レーシア、モンゴル)に加え、個別の技術指導などにより新たにシンガポール、

ベトナムが予測情報の定期的利用国となった。 
・インタラクティブ解析ツールについては、研修等を通じアジア・太平洋の国家気

象機関に定期的な利用を促した結果、スリランカ、インドネシア、ラオスが定期
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的に利用するようになった。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ有効。 

平成 23 年度 
業務目標 

アジア太平洋気候センター（気象庁）が、アジア・太平洋地域の各国（55 か国）

を対象に気候の予測情報やインタラクティブ解析ツールを提供している。これら情報

及びツールの利用国は年増加しており、当該地域の現時点で利用が想定される 21 か

国のうち、これまでに 11 か国が定期的な利用国となっている。地域気候センターと

して引き続き研修の開催や個別指導などを通じ、各国における気候サービスのさらな

る拡充を図る。 
平成 23 年度は、当該情報及びツールの利用環境が十分に整っていない残りの 10

か国について、個別指導等の強化を図ることにより、新たに 2 か国以上を定期的利用

国とする。 

（２） 温室効果ガス世界資料センター（ＷＤＣＧＧ）への観測データ量の拡大【地球環境・海洋部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 4 年目） 

最終目標 

地球温暖化の監視・予測の基礎となる温室効果ガス観測データの充実と利用促進

による世界気象機関を通じた国際貢献を図るため、二酸化炭素濃度観測データの１

年当たりの収集地点数（航空機等のデータは緯度経度１度メッシュで１地点）を、

平成 23 年度までに平成 18 年度（93 個）の約５倍の 500 個に増やす。 

平成 22 年度 
業務目標 

観測データの収集拡大に向けて引き続き関係機関との調整を進める。特に、固定

（陸上及び海上）観測所からの報告と比べ、報告の少ない移動観測点（船舶、航空

機）からの観測データの収集拡大に向け、重点的に調整を行う。 

進捗状況・取

組状況 

年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 

（地点数） 93 134 238 266 240 
(暫定値)  500 

移動観測点からの収集については、国内外のプロジェクトや観測計画に対し重点

的に調整を行った結果、平成 21 年度の 87 地点から平成 22 年度は 106 地点に増加

した。しかし、固定観測所からの新たな報告が前年ほどに増加しなかったため、全

体としては平成 21 年度の地点数に達しなかった。なお、平成 20～21 年度の収集地

点数がその前後より多いのは、主な観測所から過去データを集中的に収集したため

である。 

評価 

19 年度 目標に向けて大いに進展。取組は適切かつ有効。 
20 年度 目標に向けて進展あり。取組は適切かつ有効。 
21 年度 目標に向けて進展あり。取組は概ね適切かつ有効。 

22 年度 目標に向けてあまり進展なし。取組は概ね適切。 

今後の取組 観測データの収集拡大に向け、特に移動観測点（船舶、航空機等）からの報告を

さらに促進するため、引き続き関係機関との調整を進める。 
注）航空機等の移動観測点については、緯度経度１度メッシュ毎に集計し、各観測点における観測

期間の長さを考慮して指標としている。 
 
 
基本目標３－２ 国際的活動への参画および技術協力の推進 

（１） 国際的活動への参画および技術協力の推進【国際室】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

世界各国の気象機関の総合的な能力向上を目指し、次のことを実施する。 
・国際的活動への参画 
・技術協力に係る研修の実施及び専門家の派遣 
特に平成 22 年度の重点課題として、平成 23 年度世界気象会議（WMO 総会）で

採択予定の「気候サービスに関する世界的な枠組み」の実施計画において、気候変動

への適応力及び気候リスク管理能力の向上のために各国の国家気象機関が十分な役

割を果たすものとなるよう、国内の関係機関と連携して取り組む。 
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進捗状況・

取組状況 

世界気象機関（WMO）等の国際的活動に参画するとともに、関連する会合に出席

し、議論にわが国の意見を反映させるよう努めた。これらの会合のうち、6 件を国内

で開催し、その国際的活動に貢献した。また、JICA 等とも協力し、外国気象機関等

からの研修員の受け入れ 24 件のべ 204 名、外国気象機関等への専門家派遣 19 件の

べ 22 名を実施した。 
特に、平成 23 年度世界気象会議（WMO 総会）で採択予定の「気候サービスに関

する世界的な枠組み」（以下「枠組み」）の実施計画に関する取り組みについては、次

の進捗があった。 
・平成 22 年１月に、「枠組み」の具体化について検討を行うことを目的として、

ハイレベルタスクフォース（以下、HLT）が設置され、その後、同年２月から

12 月までに計５回の会合が開催された。HLT のメンバーとして我が国から選出

された、宇宙航空研究開発機構の向井千秋氏は全５回の会合に出席した。当庁か

らもアドバイザーとして会合に同席し、向井氏を補佐した。 
・同年４月に我が国としての「枠組み」への考え方を、関係省庁との協議の上取り

まとめ、WMO 事務局へ提出した。 
・同年 11 月に HLT 議長から各国政府宛てに、「枠組み」の構成要素などのあり方

についての提言を含む HLT 報告書の草案へのコメント照会があり、関係省庁と

の協議の上、コメントを提出した。 
・平成 23 年１月に、HLT 報告書が WMO 事務局に提出された。 
・「枠組み」の実施計画の基礎となる HLT 報告書において、各国の国家気象機関

が中心的な役割を果たすべきと提言された。 
評価 目標を達成。取組は適切かつ積極的。 

平成23年度 
業務目標 

世界各国の気象機関の総合的な能力向上を目指し、次のことを実施する。 
・国際的活動への参画 
・技術協力に係る研修の実施及び専門家の派遣 
特に平成 23 年度の重点課題として、第２回アジア・オセアニア気象衛星利用者会

議（仮称）を開催し、気象衛星の運用機関と気象衛星データの利用者を集めて、気象

衛星の現状と将来、並びに、データの利用について情報交換を行い、防災や気候・環

境の監視等の様々な分野での、アジア・オセアニア地域における気象衛星データの利

用の更なる活性化に取り組む。 

（２） 国際的な津波早期警戒システムの構築の支援【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

国際的な津波早期警戒システムの構築の支援として、関係の国際会議に職員を派遣

するとともに、国際的な研修等に積極的に参画することにより、我が国及び太平洋域

で培ってきた、津波警報の作成、発表及び伝達に係る知見や技術を関係国に提供し、

自律的な津波早期警戒システムの構築に貢献する。 

進捗状況・

取組状況 

・北西太平洋津波情報及び暫定的なインド洋津波監視情報の提供を継続実施。 
・インド洋における国際的な津波早期警戒システムの構築等の技術支援として、次の

ことを実施。 
①JICA や国際的な研修等への職員の派遣・参加（1 件）、研修員の受け入れ（2 件）

を実施し、津波警報や津波情報の作成、発表及び伝達に係る知見や技術を関係国

に提供 
②インド洋津波警戒・減災システム政府間調整グループの総会に職員を派遣（1 件）

し、津波警報センター運用手順等について知見を提供 
・北東大西洋・地中海及びカリブ海における国際的な津波早期警戒システムの構築等

の技術支援として、IOC/UNESCO の開催する会議に参加し（2 件）、津波警報セ

ンター運用手順等について知見を提供。 
評価 目標を達成。取組は積極的かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

国際的な津波早期警戒システムの構築の支援として、関係の国際会議に職員を派遣

するとともに、国際的な研修等に積極的に参画することにより、我が国及び太平洋域
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で培ってきた、津波警報の作成、発表及び伝達に係る知見や技術を関係国に提供し、

自律的な津波早期警戒システムの構築に貢献する。併せて、太平洋における津波実況

監視体制の強化に資するため、当庁の気象衛星によるデータ伝送（DCP）サービス

の範囲内にある潮位観測点について、当該観測点を管理する機関との間でデータ集信

間隔の短縮に向けた協議を開始する。 
 
 
４．気象情報の利用の促進等 

基本目標４－１ 民間における気象業務の支援、気象情報の利用促進 

（１） 民間において利用可能な気象情報の量、技術資料等の種類数【民間事業振興課】 

目標の分類 単年度目標：継続 
【平成 22 年度大臣目標】 

平成22年度 
業務目標 

民間における気象業務を支援するため、気象庁防災情報 XML 電文を平成 22 年度

末までに提供開始するなど新たな情報提供に取組み、民間の気象事業者等が利用可能

な１日当たりの気象情報の量を 9.5GB 以上にする。 
また、気象情報の適切な利用を支援するため、新たに 15 種類以上の技術資料を提

供する。 

進捗状況・

取組状況 

年度 18 19 20 21 22  

測定値 2.9GB 
258 

8.5GB 
280 

8.7GB 
295 

9.3GB 
315 

11.4GB 
340  

（上段：1 日あたりの提供する気象情報の量、下段：技術資料の種類数） 
平成 22 年度は、気象庁防災情報 XML、新たなナウキャスト等の提供を開始し、

情報量としては 11.4GB/日となった。 
また、新たに 25 種類（気象庁防災情報 XML、降水ナウキャスト(5 分)提供など）

の技術資料を提供した。 
評価 目標を達成。取組は概ね適切。 

今後の取組 
民間における気象業務を支援するため、新たに目標を設定し、民間事業者への説明

等を実施する事で数値予報データ等の気象情報の利用促進に取り組み、気象情報の延

べ利用者数（気象情報毎の利用者数を合計したもの。）の増加に取組む。 
 
 
基本目標４－２ 気象情報に関する知識の普及 

（１）気象情報のインターネット公開の拡充【広報室】 
目標の分類 単年度目標 

平成22年度 
業務目標 

防災気象情報コンテンツの充実として、次の改善を行う。 
・気象警報・注意報の市町村単位での発表に伴い、市町村ごとの警報・注意報発表

状況を表示できるよう改善を行なう。 
・レーダー・降水ナウキャストと連動した雷・竜巻発生確度ナウキャストの新規提

供を行なう。 
・これまでホームページに掲載されていなかった海上予報の新規提供を行う。 
・気象情報の有効活用のため、パンフレットの html 化を継続して行う。 

進捗状況・

取組状況 

気象警報・注意報の市町村単位での発表業務開始に合わせて、気象庁ホームページ

において市町村ごとの警報・注意報発表状況を表示できるよう改善を行った。 
レーダー・降水ナウキャストと連動した雷・竜巻発生確度ナウキャストの新規提供

業務開始に合わせて、気象庁ホームページにおいて雷・竜巻ナウキャストの提供を開

始した。 
海上予報の新規提供を行った。 
気象情報の有効活用のためとして今年度は上記の通り新規コンテンツの追加を行

ったため、パンフレットのhtml化は実施しなかった。 
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評価 目標はほぼ達成。概ね適切かつ有効。 

今後の取組 インターネットを活用した気象情報の提供に当たり、今後とも適切なかつ安定した

運用を継続する。 

（２）気象講演会の充実等【広報室】 
目標の分類 単年度目標  

平成22年度 
業務目標 

自然災害の防止方策や気象庁が発表している防災情報を一般国民に正しく理解し

てもらうため、国の機関、地方公共団体等と協力して、防災気象講演会、お天気フェ

ア、お天気教室、出前講座などの周知・広報活動を積極的に実施する。特に、「局地

的大雨」「竜巻や雷の短時間予測情報」「市町村警報」「緊急地震速報」「津波」の周

知・広報等を重点的に実施する。 
実施に当たっては、各地の会場アンケートや意見・質問状況などから、理解度等を

把握・分析し、周知・広報方法の改善方法についても全国共有を図りながら、活動を

推進する。また、アンケートの内容については、理解度や問題点が全国的に把握でき

るよう設問を工夫する。 

進捗状況・ 
取組状況 

【全国の取組状況】 
・防災気象講演会 

本庁を含む全国45か所で開催し、約8,900人の来場者があった。すべての講
演会で重点テーマのいずれかを演題としたほか、地方公共団体等と共催した。 

・お天気フェア､お天気教室 
本庁を含む全国141か所で開催し、約52,300人の来場者があった。ほぼすべ

ての官署で重点テーマに関する展示等を行ったほか、102か所では科学館、図
書館、学校等と協力して開催するなど関係機関との連携を図った。 

・出前講座 
1,282講座に講師を派遣し、約89,500人の聴講者があった。このうち、小中

学生を対象としたものは223講座 約24,400人、学生を対象としたものは60講
座 約5,500人、行政機関の職員を対象としたものは563講座37,300人であり、
教育機関及び行政機関への支援・連携を図った。 
                  （数値は平成23年3月末現在） 

上記については、可能な限り来場者アンケートを実施し、理解度や問題点等を
把握したほか、結果を全国共有した。 
【本庁の取組状況】 
・関係機関との連携 

昨年度に引き続き、教科書・出版会社25社との意見交換会を10月15日に開
催した。また、野外活動教育を行う同連盟の広報誌（隔月発行、部数約7万部）
に、防災知識に関するコラムを掲載した。 

・気象科学館の充実 
津波関係の展示の充実を図った。具体的には、津波防災をテーマとした展

示装置及びＤＶＤを製作したほか、各自治体の津波ハザードマップの展示や
ミニサイエンスカフェの開催を行った。 

・広報資料の充実 
重点テーマに関するリーフレット各10万部を製作し各官署に配布した。ま

た、政府インターネットＴＶ上で市町村警報と津波防災に関する動画を公開
した。 

評価 目標を達成。取り組みは適切かつ有効。 

平成23年度 
業務目標 

自然災害の防止方策や気象庁が発表している防災情報を一般国民に正しく理解し

てもらうため、国の機関、地方公共団体等と協力して、防災気象講演会、お天気フェ

ア、お天気教室、出前講座などの周知・広報活動を積極的に実施する。 
実施に当たっては、可能な限りアンケートを実施し、来場者の理解度や問題点を把

握する。 
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（３）緊急地震速報の利活用促進【民間事業振興課 地震火山部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 2 年目） 
【平成 22 年度大臣目標】 

最終目標 

大地震が発生した場合に、緊急地震速報を入手、利用すれば、企業の被害軽減、災

害からの早い復旧が可能となる。また、一般住民においても、まずは身の安全を確保

するなど適切な避難行動をとることにより大きな減災効果が期待される。 
地震災害の軽減のためには、大地震時に緊急地震速報を多くの場面、場所で入手で

きるようにすることが重要であり、緊急地震速報の利活用を促進させるための取り組

みを強化する必要がある。 
この取り組みの効果を測定するため、業績指標を緊急地震速報の受信端末（予報許

可事業者作製）の累計出荷台数として、13 万台（平成 20 年 12 月現在）から平成 25
年度までに 26 万台とすることを目標とする。 

平成22年度 
業務目標 

次の取組を推進し、緊急地震速報の受信端末の累計出荷台数を 21 万台から平成 25
年までに 26 万台とする最終目標に近づける。 
・当庁は地方気象官署も含め、緊急地震速報の周知・啓発に関する講演会等を通じ

て、緊急地震速報の理解に加えて、入手・活用方法の周知広報に取り組む。 
・「緊急地震速報の周知・広報及び利活用推進関係省庁連絡会議」を通じて、各省

庁の所管する各分野・業界での緊急地震速報の周知・広報、利活用促進に取り組

む。 
・関連団体の協力も得て、受信端末を取得する際の優遇税制を周知広報し、受信端

末の普及促進に寄与する。 

進捗状況・ 
取組状況 

年度 20年 
12月 20 21 22 23 24 25 25目標 

測定値 
（万台） 13 17 21 162    26 

・全国の気象官署において、講演会、イベント、会議等において緊急地震速報の
周知・啓発に関する広報活動を実施した。また平成22年12月１日には緊急地震
速報の訓練を実施し、中央省庁等や地方公共団体向けの配信に加えて、訓練に
参加する利用者の受信端末にも、訓練用の緊急地震速報を配信した。全国の参
加機関は約1,600の民間企業・団体を含む約2,000機関となった。 

・「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に
関するガイドライン」に関し有識者による専門的な検討会を開催するとともに
一般に広く意見を求め、その結果の反映させより実効性のあるガイドラインの
作成を行った。 

・税制の周知広報用のチラシを内閣府が作成し、緊急地震速報利用者協議会から
受信端末の製造・販売業者へ配布した。また、内閣府から関係都道府県、当庁
から全国気象官署へ配布した。 

・平成22年度の測定値は162万台と最終年度の目標を大きく上回った。これは一般
向けの周知広報などにより緊急地震速報への理解が進み、高機能携帯端末（ス
マートフォン）向けのアプリケーションを利用するユーザーが急激に増加して
いることによる。（平成22年度122万台） 

 
評価 目標を達成。取組は積極的かつ有効。 

今後の取組 
緊急地震速報の利活用促進等の取組は関係省庁との連携を含め、引き続き進めていく

こととするが、スマートフォンの普及による受信端末の増加は確実であることから出

荷台数の測定による新たな目標設定は行わず、平成 22 年度の評価をもって終了する。 
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１．的確な観測・監視および気象情報の充実等 
　　<<１－１　災害による被害の軽減のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－１－１　台風・豪雨等に関する気象情報の充実・改善

期間 年限 ページ

（１） 台風予報の精度（台風中心位置の予報誤差） 中期 新規
【施策目標H23案】
【大臣目標H23案】

4-3

（２） 大雨警報のための雨量予測精度 中期 2/3 4-3
（３） 大雪に関する情報の改善 中期 新規 4-3

　　　基本目標１－１－２　地震・火山に関する監視・情報の充実・改善

（１）
地震津波情報の迅速な発表（地震発生から地
震津波情報発表までの時間）

中期 5/5
【施策目標H23案】
【大臣目標H23案】

4-4

（２）
わかりやすい噴火警報の提供（噴火警戒レベ
ルを導入する火山数）

中期 新規 4-4

（３）
新規整備した海底地震計の高度利用による東
海・東南海地震想定震源域及びその周辺の地
震監視能力の向上

単 4-4

（４） 「緊急地震速報」の精度向上及び迅速化 単 4-5
（５） 地震活動の定量的解析手法の開発 単 4-5
（6） 遠地津波に関する津波警報等の改善 単 新規 4-5
（7） 地震計、震度計の新設・機能強化 単 新規 4-5

　　　基本目標１－１－３　防災関係機関への情報提供機能および連携の強化
（１） 地方公共団体の防災対策への支援強化 単 4-6

　　<<１－２　交通安全の確保のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－２－１　航空機のための気象情報の充実・改善

（１） 空港周辺域における詳細な気象情報の提供 単 新規 4-6

（２） 航空気候表の作成・提供 単 4-6

　　　基本目標１－２－２　船舶のための気象情報の充実・改善

（１） 沿岸波浪情報の充実・改善 中期 5/6
【施策目標H23案】
【大臣目標H23案】

4-6

　　<<１－３　地球環境の保全のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－３　オゾン層・地球温暖化等の地球環境に関する情報の充実・改善
（１） 地球環境に関する気象情報の充実・改善 中期 4/5 4-7

　　<<１－４　生活の向上、社会経済活動の発展のための情報の充実等>>
　　　基本目標１－４－１　天気予報、週間天気予報の充実

①天気予報の精度（明日予報が大きくはずれ
た年間日数）

中期 5/5 4-7

②天気予報の精度（週間天気予報における降
水の有無の適中率と最高・最低気温の予報誤
差）

中期 5/5 4-8

　　　基本目標１－４－２　気候情報の充実
（１） 季節予報の確率精度向上 中期 5/5 4-8

目標

（１）

平成２３年度　業務目標(案）一覧表 資料４－１
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２．気象業務に関する技術に関する研究開発等の推進 
　　　基本目標２－１　気象等の数値予報モデルの改善

（１）
数値予報モデルの精度（地球全体の大気を対
象とした数値予報モデルの精度）

中期 新規 4-9

（２） 地域気候モデルと全球気候モデルの高度化 単 4-9
（３） 地震発生過程のモデリング技術の改善 単 4-9
（４） 高潮予測モデルの高度化 単 4-9

　　　基本目標２－２　観測・予報システム等の改善・高度化
（１） 火山活動評価手法の改善・高度化 単 4-10
（２） 次期静止気象衛星の整備 中期 3/5 4-10

　　　基本目標２－３　気象研究所の研究開発・技術開発の推進

（１）
気象研究所における研究課題の評価の実施、
競争的資金の活用、共同研究の推進

単 4-10

３．気象業務に関する国際協力の推進
　　　基本目標３－１　国際的な中枢機能の向上
（１） アジア太平洋気候センター業務の充実 単 4-11

（２）
温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)への
観測データ量の拡大

中期 5/5 4-11

　　　基本目標３－２　国際的活動への参画および技術協力の推進
（１） 国際的活動への参画および技術協力の推進 単 4-11
（２） 国際的な津波早期警戒システムの構築の支援 単 4-11

４．気象情報の利用の促進等
　　　基本目標４－１　民間における気象業務の支援、気象情報の利用促進
（１） 民間における気象情報の利用促進 単 新規 4-12

　　　基本目標４－２　気象情報に関する知識の普及
（１） 気象講演会の充実等 単 4-12

※　中期目標は「年限」欄に年数を記載（例　「3/5」は5年計画の3年目）
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平成２３年度 業務目標（案） 

 

１．的確な観測・監視および気象情報の充実等 

１－１ 災害による被害の軽減のための情報の充実等 

基本目標１－１－１ 台風・豪雨等に関する気象情報の充実・改善 

（１）台風予報の精度（台風中心位置の予報誤差）【予報部】 

目標の分類 
中期目標（5 年計画の 1 年目） 
【平成 23 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 23 年度大臣目標】 

最終目標 台風による被害の軽減を図るため、台風中心位置の 72 時間先の予報誤差（前 5 年

の平均）を、平成 22 年の 302km から平成 27 年までに 260km にする。 
平成23年度

業務目標 
今後 5 年間の精度向上の基礎となる、次期スーパーコンピュータシステムへの移行

作業を着実に行う。 

平成22年度

末での現況 

台風の予報誤差はここ数年大きな値を示したが、過去の傾向をみると、その値は減

少している。 

5年後の新規目標の設定においては、過去 5年の予報誤差（前 5年の平均）の減少

分を来年以降 5年分延長し、平成 27 年の目標値として 260km を設定した。 

（２）大雨警報のための雨量予測精度【予報部】 
目標の分類 中期目標（3 年計画の 2 年目） 

最終目標 

適切なリードタイムを確保した大雨警報とするため、基本資料である降水短時間予

報の精度（１時間後から２時間先までの雨量の予測値と実測値の比（両者のうち大き

な値を分母とする）の平均）を、平成 24 年までに 0.60 とする。 
年 21 22 23 24 24 目標 

測定値 0.57 0.58   0.60 以上 
平成23年度 
業務目標 

平成 22 年度に開発し導入した盛衰傾向を加味する手法について、更なる改善を行

う。また、地形の影響による盛衰予測についても、更なる改善を行う。 

（３）大雪に関する情報の改善【予報部】 
目標の分類 中期目標（5 年計画の 1 年目） 

最終目標 

大雪対策の適切な実施に資するため、大雪に関する気象情報の基本資料である豪雪

地域（注）における冬期（12 月～2 月）の降水量予測の精度（３時間後から 9 時間

先までの 6 時間の降水量の実測値と予測値の比（両者のうち大きな値を分母とする）

の平均。ただし前 3 年間平均をとる。）を平成 27 年度までに平成 22 年度（当該年度

の冬（この場合 22 年 12 月～23 年 2 月）を起点として過去 3 回の冬の平均値、0.66）
に比べ 2 ポイント改善し、0.68 とする。 
（注）豪雪地域とは、豪雪地帯を指定した件（昭和 38 年総理府告示第 43 号）及

び特別豪雪地帯を指定した件（昭和 46 年総理府告示第 41 号）で指定された都道府

県を含む地域を対象。 
平成23年度 
業務目標 

今後 5 年間の精度向上の基礎となる、次期スーパーコンピュータシステムへの移行

を着実に実施するとともに、引き続き観測データの利用方法の高度化等に取り組む。 
平成22年度

末での現況 
過去 3 回の冬の平均値は 0.66 であった。 

資料４－２ 
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基本目標１－１－２ 地震・火山に関する監視・情報の充実・改善 

（１）地震津波情報の迅速な発表（地震発生から地震津波情報発表までの時間）【地震火山部】 

目標の分類 
中期目標（5 年計画の 5 年目） 
【平成 23 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 23 年度大臣目標】 

最終目標 

日本周辺で発生する津波による被害を軽減するため、地震発生後 10 分以内に津波

が来襲することがある沿岸から 100km 以内で発生する地震に対して、次世代地震津

波監視システムの整備や緊急地震速報の技術のさらなる活用等の技術開発を通じて、

地震発生から地震津波情報発表までに要する時間を平成 23 年度までに３分以内とす

る。 
年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 
（分） 3.9 3.9 3.9 3.7 3.8  3.0 以内 

（測定値は前３年間の平均） 

平成23年度 
業務目標 

海域の地震の一部で規模推定に長い時間がかかる事例（最大振幅が遅く出てくる事例）

について、新しい規模推定手法の導入を検討する。 

また、平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の際には、地震直後には地震の規

模を小さく見積もっており、即座に規模を正確に推定できなかった。Ｍ8 以上の巨大地震

の発生時にその地震の規模をより早く推定する技術開発を進め、迅速で的確な津波警報

等の発表ができるようにする。 

（２）分かりやすい噴火警報の提供（噴火警戒レベルを導入する火山数）【地震火山部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 1 年目） 

最終目標 

火山防災マップ等に基づいた避難等の防災対応の判断をより行いやすくするため、

連続監視を行っている 47 の連続監視火山で、まだ噴火警戒レベルを導入していない

18 火山のうち、現在ハザードマップ等がある 10 火山について、平成 27 年度までに

噴火警戒レベルを付加した分かりやすい噴火警報を発表する。なお、残りの 8 火山に

ついては、地元の火山防災意識を高める啓発活動を行う。 

平成23年度

業務目標 

個々の火山の導入における問題点を整理するとともに、火山防災マップが既に整備

されている火山等のうち、岩木山、秋田焼山、白山の３火山について、平成 24 年度

までにレベルを導入するために、噴火シナリオ等の作成を終え、地元関係機関と導入

に向けた行程について合意を得る。 
平成22年度

末での現況 
29 火山で噴火警戒レベルを導入済み。 
18 火山の防災の現状を分析し、10 火山の導入計画の概要を作成。 

（３）新規整備した海底地震計の高度利用による東海･東南海地震想定震源域及び 

その周辺の地震監視能力の向上【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

東海・東南海地震の監視能力の向上を図るため、海域での震源決定精度、検知能力

を向上させる手法の開発を継続するとともに、海底地震計によるデータを蓄積し、地

震波の速度が遅い海底の堆積層の影響を補正する技術を導入する。 
※ 海底地震計は、その下に厚い堆積層が存在するという特殊な観測環境にあるが、気象庁が震源

決定に用いている汎用走時表を用いた通常の解析をもとに高度処理することで解析精度の一層

の向上が期待される。 
 
 
 
 
 



 

4－5 

 

（４）「緊急地震速報」の精度向上及び迅速化【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

地震動警報のより的確な発表のため、引き続き緊急地震速報の震度の予想精度向上

に努める。具体的には、震度 4 以上を観測した地震、または緊急地震速報で震度４以

上を予想した地震について、平成 24 年度までに予想誤差±１以下におさまる地域の

割合を平成 20 年 2 月までの 75%から 10 ポイント向上させ、85%とする。 
この目標に向け、平成 23 年度は、同時発生地震をより適切に分離処理する手法、

及び、震源の深さ等をより精度よく推定する手法を導入し、緊急地震速報の精度改善

を行う。併せて、震度の予想精度を向上させるための観測点補正の導入を行う。 
また、首都直下地震対策として、緊急地震速報の発表時間を 1 秒短縮することを目

標に、独立行政法人防災科学技術研究所の大深度地震計（深さ 2000m 以深）の観測

データを活用した緊急地震速報の迅速化等の技術開発を進める。さらに東南海地震対

策として、緊急地震速報の発表時間を 8 秒短縮することを目標に、独立行政法人海洋

研究開発機構が東南海沖に整備した海底地震計ネットワークを活用した海域の地震

に対する緊急地震速報の迅速化等の技術開発を進めるとともに、実際に発生した地震

のデータを収集する。 

（５）地震活動の定量的予測手法の開発【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

平成 22 年度までに開発した伊豆東部の地震活動の予測手法に見られるとおり、地震

活動と地殻変動との関係を明らかにすることにより、地震活動の予測を提供できる場

合がある。 
平成 23 年度は、関東地方において地殻変動データと地震活動の盛衰との対応関係

が見出される地域を抽出するとともに、当該関係を分析し、地震活動の予測手法を開

発する。 

（６）遠地津波に関する津波警報等の改善【地震火山部】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度

業務目標 

平成 22 年度から改良を実施していた遠地津波に関する量的津波予報データベース

（想定事例の増強、海底地形の精細化、海外検潮参照点の増強）の運用を開始し、初

期段階のデータベースでの津波評価の精度を向上させる。また、津波評価解析装置の

整備（平成 23 年度予算整備）により、遠地津波の予測において、海外検潮波形との

比較解析や、比較解析結果の予測への反映を、計算機処理を通じより適切に行う仕組

みの構築を進める。 

平成22年度

末での現況 

・遠地津波に関する量的津波予報データベースの改良のための計算作業は検証作業を

除いて終了した。なお、業務運用のためにはデータベースのシステムへの組み込み

等の作業が必要。 

・遠地津波の予測における海外検潮波形の評価は、そのほとんどを手作業によってい

る状態。 

（７）地震計、震度計の新設・機能強化【地震火山部】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度

業務目標 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震やその後の余震により、地震計や震度計のデータ

を送る地上回線が断になったり、現地が停電となり、観測データが収集できない状態

となった。 
これを踏まえて、 
・衛星回線を使用したバックアップ回線の増設 
・停電時でも長時間観測できる大容量電池（72 時間持続）の整備 

を実施し、災害に強い観測網の構築を行う。 
平成22年度

末での現況 
衛星による地震波形の伝送について技術的検証、大容量電池の調達可能性、現地観

測施設への装着に必要な準備等を実施した。 
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基本目標１－１－３ 防災関係機関への情報提供機能および連携の強化 

（１）地方公共団体の防災対策への支援強化【企画課】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

平成 23 年度においても地方気象台等による地方公共団体の防災対策全般への支援

活動を引き続き強化する。 
・市町村の避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ策定への支援 
・気象情報の利活用促進や安全知識の普及・啓発活動 
・防災訓練への積極的な参画 
・震災や風水害時等において、地方公共団体の災害対策本部への職員派遣等による

防災気象情報の提供・解説 
年度当初に各地方気象台等が実施計画を作成するとともに、平成 23 年末を目途に

その取組状況の調査・点検を行う。 
 
 
１－２ 交通安全の確保のための情報の充実等 
基本目標１－２－１ 航空機のための気象情報の充実・改善 

（１） 空港周辺域における詳細な気象情報の提供【予報部】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度

業務目標 

東京国際空港を離着陸する航空機の安全・効率的な運航に資するため、現用の数値

予報モデルの水平解像度5kmを上回る、水平解像度2kmの新たなモデルを開発する。

利用者の意見を聴取しつつ、モデルの結果を用いて、空港とその周辺空域を対象に、

航空機の運航に大きな影響を与える風向風速などの予測情報の提供を平成 24 年度に

開始する。提供開始後、利用者の意見を聴取してこれらの成果を評価しつつ、その他

の空港についても、この成果を活用した情報提供を図る。 
平成 23 年度は、数値予報モデルの開発を行うとともに、運用するためのスーパー

コンピュータシステムの整備を着実に行う。また、利用者の意見を聴取しつつ提供す

る情報の仕様の検討を進める。 
平成22年度

末での現況 
数値予報モデルの仕様の検討に着手した。 

（２）航空気候表の作成・提供【観測部】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

国内航空交通における運航の安全性、定時性および経済性の確保に資するため、新

たに 5 年分のデータが揃う中部国際空港について航空気候表を作成し、国内外の航空

関係機関へ提供する。 
 
 
基本目標１－２－２ 船舶のための気象情報の充実・改善 

（１）沿岸波浪情報の充実・改善【地球環境・海洋部】 

目標の分類 
中期目標（6 年計画の 5 年目） 
【平成 23 年度国土交通省の政策評価における施策目標】 
【平成 23 年度大臣目標】 

最終目標 

内海・内湾における沿岸防災、海運・漁業の安全を図るため、沿岸域における波浪

予測情報の高頻度提供及び精度向上を目指し、予測結果の精度評価を実施し改善を図

るとともに平成 24 年度までには、11 以上の海域を対象としたきめ細かな波浪予測情

報の提供を目指す。 
（注）国土交通省の政策評価では、最大で向こう 5 年間の目標とされていることから
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「平成 23 年度に 7 海域以上」としている。 
年度 18 19 20 21 22 23 24 23 目標 24 目標 
測定値 

（海域数） 0 5 5 5 5   7 以上 11 以上 

平成23年度 
業務目標 

追加する 2 海域について関係機関との調整を行ったうえで、情報提供を開始する。 
また、平成 24 年度に提供海域を 4 海域追加するため、海域の決定と地形データの

整備等を実施する。 

１－３ 地球環境の保全のための情報の充実等 
基本目標１－３ オゾン層・地球温暖化等の地球環境に関する情報の充実・改善 

（１）「地球環境に関する気象情報の充実・改善（改善または新規に作成され提供される情報の数） 
【地球環境・海洋部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 4 年目） 

最終目標 

地球温暖化、大気汚染等の地球環境対策に資するため、温室効果ガス・オゾン層・

エーロゾル等の地球環境の情報について、平成 19 年度から平成 23 年度までの各年

度に 3 件の改善または新規の情報提供を行う。 
年度 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 

（情報数） 3 4 2 2  5 年間合計で 15 

平成23年度 
業務目標 

以下の情報提供開始及び改善を行う。 
①地球温暖化に伴う海洋環境の監視のため、海洋の貯熱量に関する情報提供を開始

する。 
②海洋における二酸化炭素の吸収・排出量を把握するため、大気-海洋間の二酸化

炭素交換量の対象領域を太平洋全域から大西洋域に拡大する。 
③航空機による温室効果ガス観測成果の利用等により、「二酸化炭素分布情報」を

鉛直方向の濃度分布を含めた三次元情報に拡張する。 
④太平洋全域を対象とした二酸化炭素交換量の情報提供を平成 23年度早期に開始

する。 
⑤北西太平洋の東経 137 度線を対象とした二酸化炭蓄積量の断面情報の提供を平

成 23 年度早期に開始する。 

１－４ 生活の向上、社会経済活動の発展のための情報の充実等 
基本目標１－４－１ 天気予報、週間天気予報の充実 

（１）－①天気予報の精度（明日予報が大きくはずれた年間日数）【予報部】 
目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 

最終目標 

明日の天気予報において、降水確率、最高気温、最低気温が大きくはずれた年間日

数（平成 18 年実績で、それぞれ全国平均で、29 日、52 日、29 日）を、平成 23 年

までにそれぞれ１割程度減らし、26 日、47 日、26 日にする。 
（注）降水：降水確率が 50％以上はずれた日数 

最高・最低気温：3℃以上はずれた日数 
年 18 19 20 21 22 23 23 目標 
降水 29 日 28 日 27 日 24 日 25 日  26 日以下 

最高気温 52 日 49 日 45 日 40 日 39 日  47 日以下 
最低気温 29 日 27 日 27 日 26 日 25 日  26 日以下 

（測定値は前 3 年間の平均） 
平成23年度 
業務目標 

予想が大きく外れた事例を分析し雨・気温の予想ワークシートや予測技術資料の改

善を図る取り組みを継続し、予測精度維持・向上を図る。 
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（１）－②天気予報の精度（週間天気予報における降水の有無の適中率と最高・最低気温の予報誤差） 
【予報部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 

最終目標 

週間天気予報の５日後の精度を、平成 23 年までに、平成 18 年時点における４日

後の精度まで向上させ、全国平均で降水の有無の適中率を 72％（平成 18 年は 70％）

に、最高・最低気温の予測誤差を各 2.4℃、1.9℃（平成 18 年は各 2.7℃、2.1℃）に

改善する。 
年 18 19 20 21 22 23 23 目標 
降水 70％ 71％ 71% 72% 73%  72％以上 

最高気温 2.7℃ 2.5℃ 2.4℃ 2.4℃ 2.5℃  2.4℃以下 
最低気温 2.1℃ 2.0℃ 2.0℃ 2.0℃ 2.0℃  1.9℃以下 

（測定値は前３年間の平均） 

平成23年度 
業務目標 

気温や降水の有無について予報が外れた事例等の調査・検証を定期的に行い、予報

担当者間での情報共有・意見交換を行うことを継続する。特に気温については、大き

く外れた事例の分析等を行い、重点的に取り組む。 
 
 
基本目標１－４－２ 気候情報の充実 

（１）季節予報の確率精度向上（１か月気温確率）【地球環境・海洋部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 

最終目標 

天候（気温）の影響を受けやすい社会経済分野の活動を支援するため、1 か月予報

の平均気温について、ブライア・スキル・スコア（BSS：以下参考）の５年間の平均

を 0.12（平成 14～18 年度の平均）から、0.18（平成 19～23 年度の平均）と、1.5
倍に向上させる。すなわち、予測精度を現状に比べ 50%向上させる。 
これにより、信頼度の改善とともに、例えば、気温が低い確率が 70%といった利

用者に利用しやすい、より大きな、あるいは小さな確率の予報の発表頻度の増加も目

指す。 
年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 0.12 0.12 0.15 0.15 0.17 

(暫定値)  0.18 
（平均誤差は５年間の平均） 

平成 23 年度 
業務目標 

平成 23 年度の早い段階でさらにガイダンスを改善し、その特性を踏まえた予報作

業を行うことで、さらなる精度向上を図る。 

参考 

ブライア・スキル・スコア（BSS） 
ブライア・スコア（BS）は次の式で定義される。 

 
ａi は現象の有無、Ｐi は予報確率値、Ｎは予報の総数で、予報が完全の時（0%と

100%のみ予報し、すべて的中する場合）に BS は０（ゼロ）となる。 
ブライア・スキル・スコア（BSS）は、気候的出現率（平年より高い確率を 33%、

平年並みの確率を 33%、低い確率を 33%）を“予報”と仮定した場合のブライアス

コア（BScl）を基準に、予報確率を利用すると気候的出現率よりどれだけ改善されて

いるのかをみるために以下のように定義されたものである。 

 
予報が完全（0%と 100%のみを予報し、すべて的中する場合）であれば１となる。 
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２．気象業務に関する技術に関する研究開発等の推進  
基本目標２－１ 気象等の数値予報モデルの改善 

（１） 数値予報モデルの精度（地球全体の大気を対象とした数値予報モデルの精度）【予報部】 

目標の分類 中期目標（5 年計画の 1 年目） 

最終目標 

より高精度の防災気象情報等を発表するため、地球全体の大気を対象とした数値予

報モデルの２日後の予測誤差（数値予報モデルが予測した気圧が 500hPa となる高度

の実際との誤差、北半球を対象）を、平成 27 年末までに平成 22 年（実績値 14.8ｍ）

に比べ約 20%改善する（目標値 12ｍ）。 
平成23年度 
業務目標 

今後 5 年間の精度向上の基礎となる、次期スーパーコンピュータシステムへの移行

作業を着実に行う。 
平成22年度

末での現況 
北半球における２日後の 500hPa 高度の予測誤差は、平成 22 年度末で 14.8m。 

（２）地域気候モデルと全球気候モデルの高度化【気象研究所】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

・地域気候モデルの高度化 
精緻な地域気候モデルによる温暖化予測実験を開始し、近未来（2016～2035）

と 21 世紀末（2076～2095）の各 20 年間の予測を行う。得られた予測結果につい

て、月降水量、月平均気温の解析と図表類の整理を行い、温暖化時の日本付近の気

温・降水量変化の概要と予測結果の問題点の把握を行う。 
・全球気候モデルの高度化 

残った CMIP5 各種実験のうち、①モデルの予測性能の検証と 10 年予測（2010
年代）、②産業革命前基準実験、産業革命以降の歴史実験および IPCC で定められ

たシナリオによる予測実験、③大気モデル感度実験、④雲強制力モデル比較計画

（CFMIP）に関する実験を行い、データの提供、解析等を行う。 
次期高解像度地球システムモデルの開発として、現モデルでは 120km メッシュ

である解像度を 60km メッシュとした大気モデルと、現在の海洋モデルに解像度

1°/10×1°/12 の太平洋領域をネスティングしたモデルを開発して予備的な実験

を行い、気候再現性の検証を行う。 

（３）地震発生過程のモデリング技術の改善【気象研究所】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

現在のモデルでは、東南海地震と南海地震の発生について、常に同時に発生する形

でしか再現できておらず、過去の事例のように両地震が同時に発生したり数日～数年

程度の時間差をもって発生したりするなどの複雑な発生パターンを再現できていな

い。そこで、今年度は①東南海地震と南海地震が数日～数年程度の時間差をもって発

生するパターンと両地震が同時に発生するパターンの両方を再現するとともに、②東

海地域だけでなく豊後水道における M６～７の規模のスロースリップの発生も説明

することができるモデルを作成する。 

（４）高潮予測モデルの高度化【地球環境・海洋部】 

目標の分類 単年度目標 

平成 23 年度 
業務目標 

台風等に伴う高潮対策に資する高潮情報の充実・改善のため、平成 22年度に行っ

た調査の結果を踏まえ、波浪の影響を高潮ガイダンスに反映させる計算手法を開発し

予測精度を改善する。 
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基本目標２－２ 観測・予報システム等の改善・高度化 

（１） 火山活動評価手法の改善・高度化【地震火山部 気象研究所】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

伊豆大島における稠密 GPS、傾斜、光波測距の連続観測、精密重力の繰り返し観

測を引き続き実施するとともに、気象庁の総合観測点データの解析に着手する。また、

歪観測による地殻変動の観測解析強化のため、歪計を整備し、火山用地殻活動解析支

援ソフトウェア（MaGCAP-V）に歪データの解析機能を追加する。 
その他の火山についても、気象庁の総合観測点データの解析及び SAR 干渉解析に

よる地殻変動解析を行う。 
噴火警戒レベルの基礎となっている噴火シナリオを改善するため、様々な火山異常

現象に関する資料収集比較調査を開始し、現シナリオの課題整理を行う。 

（２）次期静止気象衛星の整備【観測部】 
目標の分類 中期目標：（5 年計画の 3 年目） 

最終目標 

我が国静止気象衛星「ひまわり」は、日本はもとよりアジア・西太平洋域の気象業

務に必要不可欠の観測手段である。現在運用中の衛星は平成 27 年度には設計上の寿

命を迎えることから、次期の衛星を平成 26 年度に打ち上げることが必要である。衛

星の製造には５か年を要することから、平成 21 年度より次期静止気象衛星の製造に

着手し、平成 25 年度にひまわり 8 号の製造を完成させる。 
平成23年度 
業務目標 

平成 23 年度は、製造の第３年度目の工程管理を実施し、引き続き着実な製造を進

める。 
 
 
基本目標２－３ 気象研究所の研究開発・技術開発の推進 

（１）気象研究所における研究課題の評価の実施、競争的資金の活用、共同研究の推進【気象研究所】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

次のことを実施する。 
①評価 
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」「国土交通省研究開発評価指針」等に基づ

き、「台風・集中豪雨対策等の強化」、「地震・火山対策の強化」、「地球温暖化観測・

監視体制の強化」の分野ごとに、所要の研究課題に対する外部評価または内部評価を

適切に実施する。 
②競争的資金の活用 

引き続き、気象研究所の知見や技術が活用可能な政策に貢献し、かつ研究活動の充

実を図るため、各種競争的資金による研究を平成 22 年度と同程度以上実施する。 
③共同研究 

他の研究機関が有する知見等を利用することにより、国際貢献、国家的・社会的課

題に関して一層活用可能な研究成果が得られるよう、大学等との共同研究を平成 22
年度と同程度以上実施する。 
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３．気象業務に関する国際協力の推進 
基本目標３－１ 国際的な中枢機能の向上 

（１） アジア太平洋気候センター業務の充実【地球環境・海洋部】 

目標の分類 単年度目標 

平成 23 年度 
業務目標 

アジア太平洋気候センター（気象庁）が、アジア・太平洋地域の各国（55 か国）

を対象に気候の予測情報やインタラクティブ解析ツールを提供している。これら情報

及びツールの利用国は年々増加しており、当該地域の現時点で利用が想定される 21
か国のうち、これまでに 11 か国が定期的な利用国となっている。地域気候センター

として引き続き研修の開催や個別指導などを通じ、各国における気候サービスのさら

なる拡充を図る。 
平成 23 年度は、当該情報及びツールの利用環境が十分に整っていない残りの 10

か国について、個別指導等の強化を図ることにより、新たに 2 か国以上を定期的利用

国とする。 

（２） 温室効果ガス世界資料センター（ＷＤＣＧＧ）への観測データ量の拡大【地球環境・海洋部】 
目標の分類 中期目標（5 年計画の 5 年目） 

最終目標 

地球温暖化の監視・予測の基礎となる温室効果ガス観測データの充実と利用促進に

よる世界気象機関を通じた国際貢献を図るため、二酸化炭素濃度観測データの１年当

たりの収集地点数（航空機等のデータは緯度経度１度メッシュで１地点）を、平成

23 年度までに平成 18 年度（93 個）の約５倍の 500 個に増やす。 
年度 18 19 20 21 22 23 23 目標 
測定値 

（地点数） 93 134 238 266 240 
(暫定値)  500 

平成23年度 
業務目標 

観測データの収集拡大に向け、特に移動観測点（船舶、航空機等）からの報告をさ

らに促進するため、引き続き関係機関との調整を進める。 
注）航空機等の移動観測点については、緯度経度１度メッシュ毎に集計し、各観測点における観測

期間の長さを考慮して指標としている。 
 
 
基本目標３－２ 国際的活動への参画および技術協力の推進 

（１） 国際的活動への参画および技術協力の推進【国際室】 
目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

世界各国の気象機関の総合的な能力向上を目指し、次のことを実施する。 
・国際的活動への参画 
・技術協力に係る研修の実施及び専門家の派遣 
特に平成 23 年度の重点課題として、第２回アジア・オセアニア気象衛星利用者会

議（仮称）を開催し、気象衛星の運用機関と気象衛星データの利用者を集めて、気象

衛星の現状と将来、並びに、データの利用について情報交換を行い、防災や気候・環

境の監視等の様々な分野での、アジア・オセアニア地域における気象衛星データの利

用の更なる活性化に取り組む。 

（２） 国際的な津波早期警戒システムの構築の支援【地震火山部】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

国際的な津波早期警戒システムの構築の支援として、関係の国際会議に職員を派遣

するとともに、国際的な研修等に積極的に参画することにより、我が国及び太平洋域

で培ってきた、津波警報の作成、発表及び伝達に係る知見や技術を関係国に提供し、

自律的な津波早期警戒システムの構築に貢献する。併せて、太平洋における津波実況

監視体制の強化に資するため、当庁の気象衛星によるデータ伝送（DCP）サービス
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の範囲内にある潮位観測点について、当該観測点を管理する機関との間でデータ集信

間隔の短縮に向けた協議を開始する。 
 
 
４．気象情報の利用の促進等 

基本目標４－１ 民間における気象業務の支援、気象情報の利用促進 

（１） 民間において利用可能な気象情報の量、技術資料等の種類数【民間事業振興課】 

目標の分類 単年度目標 

平成23年度 
業務目標 

民間における気象業務を支援するため、民間事業者への説明等を実施する事で数値

予報データ等の気象情報※の利用促進に取り組み、気象情報の延べ利用者数（気象情

報毎の利用者数を合計したもの。）を、新たに 60 者以上増やす。 
※気象情報：数値予報ＧＰＶ、レーダー観測データ、気象衛星観測データ等。 

平成22年度

末での現況 気象情報の延べ利用者数は 60 者の増（過去 3 年の平均）。 

基本目標４－２ 気象情報に関する知識の普及 
 

（１）気象講演会の充実等【広報室】 
目標の分類 単年度目標  

平成23年度 
業務目標 

自然災害の防止方策や気象庁が発表している防災情報を一般国民に正しく理解し

てもらうため、国の機関、地方公共団体等と協力して、防災気象講演会、お天気フェ

ア、お天気教室、出前講座などの周知・広報活動を積極的に実施する。 
実施に当たっては、可能な限りアンケートを実施し、来場者の理解度や問題点を把

握する。 

 



 

防災気象情報の利活用状況等に関する調査の結果について（概要） 

 

 気象庁では、気象に関する警報・注意報を、平成22年５月27日からは市町村ごとの発表に

変更し、大雨警報では警戒が必要な災害の種類（土砂災害、浸水害）を明示するように変

更した。この変更及び関連する防災気象情報について、防災機関での活用や住民の認知

等の状況を調査した。 

 
１． 調査の内容、時期及び調査方法 

○調査の内容 

・ 気象警報・注意報の変更の認知度・評価 

・ 防災気象情報（気象警報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報、記録的短時間大

雨情報等）の入手状況・入手手段 

・ 防災気象情報の利活用状況（防災対応の判断、住民への周知、避難行動等） 

・ 防災気象情報の利活用の見直しと今後の期待 

・ 災害対策における気象台・測候所の地方公共団体に対する取り組みへの評価・期待 

○調査時期 

平成22年12月 

○調査方法 

各調査専用のWebページを設置し、事前に気象庁からID・パスワードを配布した防災関

係機関及び調査会社にモニター登録している住民（性別、年令及び居住都道府県の分

布は国勢調査に準拠）にアンケートに回答していただいた。 

【防災関係機関】 

・ 市町村（全市町村（東京23区を含む）の防災担当部局）………… 1749機関 

・ 都道府県（防災部局、河川・砂防等の部局、警察本部等）………  215機関 

・ ライフライン事業者（電気、ガス、交通等）…………………………  140社 

・ 報道機関（テレビ局、ラジオ局及び新聞社）………………………  308社 

【住 民】約4000人（調査会社登録モニター） 

 

２． 調査結果の概要 

（１） 市町村調査 

 気象警報・注意報の変更の評価 

気象警報・注意報の市町村ごとに発表され「より危機感を持つようになった」「自市町

村の防災対応が取りやすくなった」（８割前後）等、防災対応に有効な改善として受け止

められている。大雨警報に警戒が必要な災害を示すことについては、「警戒すべき災害

の種類がわかるので良い」（およそ８割）との評価がある一方、大雨警報（土砂災害）と

土砂災害警戒情報の関係等、情報相互の関係や意味が分かりにくいとの指摘もある。 

 避難勧告等の発令を総合的に判断した際に参考とした情報 

「大雨、洪水等の気象警報」を避難勧告等の検討に際して参考とした情報としてあげ
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た市町村はおよそ9割であり、避難勧告等発令の判断に際して特に重視したものとして

あげた市町村は３割強となっている。 

 地域防災計画等における防災気象情報の利用の位置付け 

地域防災計画等で、大雨警報、洪水警報を「最小限の職員参集を行う段階の判断に

利用する」は６割弱、「避難準備（災害時要援護者避難）情報発令の判断に利用する」

は４割、土砂災害警戒情報を「避難勧告発令の判断に利用する」は４割台半ば、指定

河川洪水予報のはん濫警戒情報を「避難勧告発令の判断に利用する」は５割、はん濫

注意情報を「避難準備情報発令の判断に利用する」は４割台半ばとなっている。 

 防災体制等の判断に用いるその他の情報 

大雨に際して、気象の状況や今後の予測等の確認には、気象レーダー、降水ナウキ

ャスト、降水短時間予報等を７割台半ば～９割弱の市町村が利用し、「土砂災害警戒判

定メッシュ」は５割強、「規格化版流域雨量指数」については２割弱の利用にとどまって

いる。 

 避難勧告等の判断のために防災気象情報の改善について気象台に期待すること 

「より正確な ３～６時間程度先までの雨量等の予測」「各種防災気象情報が表す危険

度の違いを分かりやすくすること」、「対象地域を判断するためのきめ細かい情報」等が

多い。 

 気象台・測候所の地方公共団体に対する取り組みについて 

台風接近時等の説明会の実施、避難勧告等の判断伝達マニュアル作成への助言、

防災情報の利活用に係る説明や講演等については、満足、まあ満足との回答が９割以

上だが、説明内容が難しいとの意見や、平時のマニュアル作成等への助言や災害時等

における電話による気象解説のさらなる充実を求める意見があった。 

 

（２） 都道府県調査 

 気象警報・注意報の変更の評価 

都道府県の８割台半ばが「対象市町村が分かりやすくなった」としているが、

都道府県としての「防災対応が取りやすくなった」との回答は５割台半ばとなっ

ている。大雨警報に警戒が必要な災害を示す変更に関しては、「警戒すべき災害の

種類がわかるので良い」との意見が７割台半ばとなった。これらのことから、お

おむね改善として受け止められている。 

 地域防災計画等における防災気象情報の利用の位置付け 

地域防災計画等では防災気象情報を、９割以上で防災体制及び災害対策本部等

の設置判断に利用すると定めている。 

 避難勧告等の判断のために防災気象情報の改善について気象台に期待すること 

今後の改善としては、予報精度の向上、より分かりやすい情報を望む意見が多

い。また、都道府県の防災対策支援の取り組みについても９割以上が満足もしく

はやや満足と回答しているが、台風接近時の説明会や、災害時等における電話の

解説等、現象の見通しについての解説をさらに充実するよう求める意見が多い。 

 



（３） ライフライン調査 

市町村ごとの気象警報の発表について認知度は高い（９割弱）。また、７割台半ばが

「どこに発表されたのかが分かりやすくなった」としている。 

 

（４） 報道機関調査 

 放送への利用状況 

気象警報については、テレビ局はテロップ表示(9割台半ば)、ラジオ局は割り込み放

送（７割弱）する等、多くの放送局が速報を行っている。テレビにおける気象警報の表示

は、常に市町村ごとに表示、発表状況に応じて市町村ごとに表示を合わせて５割強とな

っている。市町村単位での表示を検討中がおよそ３割であり、市町村単位での表示は

今後増えていくことが期待される。 

一方、大雨警報が示す警戒が必要な災害を表示しているテレビ局はおよそ３割、今

後検討するとしている機関を含めても５割程度と、気象警報の市町村単位での表示に

比べて、警戒すべき災害を表示するよう対応をとるテレビ局は少ない。 

土砂災害警戒情報については「テレビのテロップに利用」は７割強、「ラジオの割り込

み放送に利用」は６割台半ば、指定河川洪水予報については「テレビのテロップに利

用」は４割弱、「ラジオの割り込み放送に利用」は６割台半ばとなっており、これらの情報

の速報を行っている機関の割合は、気象警報と比較すると低くなっている。 

また、大雨に関する気象情報については、テレビ局又はラジオ局のいずれも、情報を

参考にしてニュースや天気予報番組の放送原稿を作成している放送局が７割台半ばと

高い利用率となっている。 

 
（５） 住民調査 

 防災気象情報の認知度 

気象警報・注意報が市町村ごとの発表を知っていた住民は２割台半ば。大雨警報に

警戒が必要な災害を示していることについては、「知らなかった」が９割近くに達しており、

認知度は低い。気象警報・注意報の変更を知っていた人は、「どこに発表されたかわか

りやすくなった」等肯定的な意見がおよそ８割となっている。 

自由回答では、積極的な広報により住民の理解を促進する必要があるとの意見が多

く寄せられた。また、防災気象情報の中でどのような行動を取ればよいのかを知らせて

ほしいとの意見も寄せられている。 

土砂災害警戒情報の目的を知っていたとの回答は１割強にとどまる。 

指定河川洪水予報の発表を知っていた人は1割未満で、大半は知らなかったと回答

している。 

 防災気象情報の入手先 

気象警報等の入手先はテレビが９割強と突出しており、携帯電話へのメールはおよそ

１割にとどまっている。一方、今後希望する入手先としては依然としてテレビが８割台半

ばと高いが、携帯電話へのメールとの回答が４割弱と増えており、今後、住民が防災気

象情報を入手する上でこの手段が重要になってくるものと考えられる。 
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